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・「琵琶湖淀川の流域管理に関する検討委員会」との関係如何。

（琵琶湖河川事務所）

：「琵琶湖淀川の流域管理に関する検討委員会」は、琵琶湖淀

川流域全体の持続可能な発展を図ることをめざし、治水政

策のみならず幅広い観点から、望ましい琵琶湖淀川流域の

あり方およびその管理のあり方について検討するため設置

されたもので、県内の治水政策についてその方向性を示す

本基本方針とは直接の関係はありません。

・「滋賀県の河川整備方針」（平成22年1月）では、河川の基

本（長期）計画規模まで定めています。本基本方針との関

係はどのように考えているのか。（琵琶湖河川事務所）

：滋賀県の河川整備方針は、河川法に定める河川整備基本方

針に相当するもので、河川整備の基本（長期）計画を定め

たものです。一方、中長期実施河川の検討は、「滋賀県の河

川整備方針」で定めた基本計画を前提として、当面 20 年

間の実施計画である河川整備計画の基本的な考え方（整備

目標、整備河川・区間）を示したものです。なお、流域治

水基本方針は、滋賀県の河川整備方針・中長期整備実施河

川の検討の内容で示された「川の中の対策」と並行して、

重層的に「川の外の対策」（ためる、とどめる、そなえる）

を実施していく治水政策について示したものです。

・本基本方針は目標年次を定めないのか。（琵琶湖河川事務所）

：基本方針に基づく取り組みは長期にわたるものであり、「滋

賀県の河川整備方針」と同様に、目標年次は定めません。

・流域の安全度を高めるにはソフト対策とハード対策を両輪

として進めることが必要と考えるが、本基本方針ではどの

ように考えているのか。（琵琶湖河川事務所）

：「第一章流域治水の概念と基本方針の位置づけ」におきまし



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 2 -

て、「川の中の対策」と「川の外の対策」を並行して進める

こととしています。また、ご指摘のとおり、ソフト対策と

ハード対策を両輪として重層的に進めるべきと考えていま

す。

・河川用語の使用についてはできる限り優しく表現すべき。

破堤→堤防の決壊（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘のとおり修正します。

・今回の修正は、章立ての変更と学識者部会の提言を反映し

たとの事であるが、以前の項目を引用したものは理解でき

るが、新たに挿入された文書については、内容で理解しに

くいところがあったり、前回と同じく主語がはっきのして

いない所もある。（大津市）

：過去のご指摘への対応が不十分であったことをお詫びしま

す。今回改めて、ご指摘に基づき修正します。

・また、下水道事業を治水事業の一つとして実施はしている

が、県下全市町に関係する事業にはなっていないと考える。

それ以上に多いのは普通河川等の維持管理を含めた整備で

はないか。大津市においても下水道の雨水渠事業を実施し

ているが、市内の市街地全てで実施しているものではなく、

その中で過去から浸水被害等のあった河川や水路について

幹線と位置づけを行い、線的に整備してところで、雨水渠

として管理しているのはその施設としている。そのため市

街地の中でも普通河川が多く存在し雨水渠と併せて管理を

行っているのが現状である。（大津市）

：ご指摘のように、普通河川も一級河川・準用河川と同様に

重要な治水施設であり、誤解を招かないように、「河川・水

路」として定義し表記します。

・県、市町、住民、事業者、防災関係機関等の役割分担につ
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いて記述があるが、国の治水事業との関わりについて、記

述がなくてよいのか。県主体の基本方針とはいえ、何らか

の整理が必要と考える。（大津市）

：国におかれては、河川管理者として様々な社会的な制約も

ある中で、必要とされる河川整備及び維持管理を適切に進

めていただいているものと認識しております。ご指摘のと

おり(案)では、特に河川管理者としての国の役割に関する

記述が不足していますので、各章において河川管理者とし

ての国の役割について追記します。

なお、河川管理以外の国の役割等につきましては、例え

ば、水害に強い地域づくり協議会や避難情報の発令に関す

る指導・助言等国の役割について表記しているなど、（案）

においても一定の記述をさせていただいていると考えてい

ます。

・「本文」と「資料」の区分が不明確。「資料」の内容に、本

文に記載すべき内容が入っているものがある。内容を吟味

すべきである。（大津土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、確認し修正します。

・全体に「主語（主体）」を明記すべきところで、「主語」が

記載されていない箇所が散見されるので、再確認すべきで

ある。（大津土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、確認し修正します。

・第三章の「河川行政」、「まちづくり行政」、「危機管理行政」

の言葉の使い方（区分）は、見直すべきではないか。全て、

河川（治水）行政の中の、「河川整備」、「氾濫原管理」、「水

防」に係る問題である。（大津土木）

：河川整備だけでなく、“まちづくり”や“危機管理”でも治

水・水防災を行う方向性を明確に示すことを意図してこの

ような表現を用いています。治水行政の中に、河川整備・
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氾濫原管理（水害を考慮したまちづくり）・危機管理（水害

に関する危機管理）という理解のもと構成しており、本方

針の基本的な考え方に照らし、（案）のとおりとします。

・「資料３」～「資料７」の主体の区分は、「自助、共助、公

助」の視点からの区分を付記した方が、良いのではないか。

（大津土木）

：ご指摘のような区分での記述も考えられますが、これまで

の行政部会でのご意見（所管が分かるような構成を求める

ご意見や、自助・共助・公助の中で公助が最重要であると

のご意見など）に基づき、行政所管に対応させながら役割

分担を明確にすることを重視しているため、案のとおりと

します。

・「超過洪水」は、「治水施設の能力を超える洪水」との説明

を付記すべきである。（大津土木）

：第一章 流域治水の概念と基本方針の位置づけの中で定義

しています。

・「等」と「など」に規則性を持たせて統一。（防災危機管理

局）

：確認し修正します。（名詞に続くものは“等”（例えば、整

備等）、動詞に続くものは“など”（例えば、実施するなど）

とします。）

・「滋賀県」と「本県」の使用を統一（防災危機管理局）

：本文中については、滋賀県に統一します。

・「滋賀県の河川整備方針」や「河川整備計画」などの諸計画

は通常「です・ます体」で記載されているため、それらと

整合を図ってはどうか（河港課）

：ご指摘のとおり修正します。



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 5 -

■第一章 流域治水の概念と基本方針の位置づけ

近年、地球規模の異常気象に伴って全国的に水害が頻発し

ており、被害が激甚化するとともに水害の被害構造も変化し

つつあることが指摘されているが、一方、河川整備の進捗率

は、昨今の財政事情等の影響もあって鈍化している状況にあ

る。たとえ、一定規模の河川整備が完成したとしても、その

整備水準を超える洪水（以下超過洪水という）が発生するこ

とは否定できず、むしろ、気象変動を統計学的に捉えれば、

現在の治水安全度が著しく低下する危険性が高いとも言われ

ている。

このような状況を踏まえ、滋賀県では、「いかなる洪水に対

しても、人命を守り、壊滅的な被害を防ぐためには、どのよ

うに対応すべきか」という視点から治水政策を再構築するこ

ととした。その結果、「川の中の対策」と「川の外の対策」を

同時に進めることが効率的かつ効果的な対策であり、人々の

暮らし方を含め社会全体として“洪水を上手く受け流すしな

やかさ”を取りもどす必要性を再認識した。

まず、「川の中の対策」として、整備すべき河川を客観的に

選択し、集中した投資による効果を上げるため、平成２０、

２１年の２年かけて、滋賀県河川整備方針および中長期整備

計画（今後２０年間整備計画、Ａ～Ｄランク）を策定し、そ

の計画に沿った着実な河川整備を推進することとした。

さらに、「川の中の対策」だけでは抑えきれない水害に対応す

るため、「川の外の対策」として、ためる（流域貯留対策）、

とどめる（氾濫原減災対策）、そなえる（地域防災力向上対策）

を、自助、共助、公助の視点から、地域の実情や住民の立場

に合った総合的な治水制度の実現を目指すこととした。

このような対策を進めるためには、流域に暮らす者の相互

理解と協働が必要不可欠であり「住民と行政との協働型治水」

を滋賀モデルとして進めていく。

この取り組みを、「流域治水」と呼び、その基本的な指針とし

・「流域治水」の概念、および「流域治水基本方針」の位置づ

けをもっと、明確に記載すべきである。「流域治水」の概念

では、「地先の安全度」の評価に重点を置く考え方も盛り込

んだ方が良いのではないか。（大津土木）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。ただし、以降の文構成

を考慮し、「地先の安全度」については第三章で説明するこ

ととします。

・「「川の外の対策」を並行して進めること」に訂正。（防災危

機管理局）

・「「川の中の対策」については」に訂正。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「滋賀県の河川整備に関する方針」が正式名称（河港課）

：一般に公開されている名称は「滋賀県の河川整備方針」で

すので（案）のとおりとします。

・“洪水を上手く受け流すしなやかさ”は意味不明。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・「･･･推進することで、ながす（堤外地対策）による治水安

全度の向上を図ることとした」と修正し、「ながす」ことに

よる「治水安全度の向上」を明記すべき。（防災危機管理局）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。なお、本文中では堤外

地対策という単語は使用せず、「川の中の対策」で統一的に

記述することにします。

・公助が治水上もっとも重要ではないか、共助、自助はその

補助的なもので「公助、共助、自助」の順では。（大津市）

：即時的な効果の大きさでは公助の担う役割が非常に大きい

ことは明らかです。しかしながら、従前の公助に依拠した

■第一章 流域治水の概念と基本方針の位置づけ

(1) 流域治水の概念

近年、全国的に水害が頻発しています。特に最近では、気

候変動やライフスタイルの変化なども要因となり、外力は増

大し被害構造も変化してきています。

一方、河川や洪水調整地など治水施設の整備は、投資余力

の減少などによりその進捗が鈍化する傾向にあります。また、

一定規模での施設整備が完成した場合にも、その整備水準を

超える洪水が発生することは否定できません。むしろ、気候

変動の影響により外力は増大し、現在の治水安全度が著しく

低下する可能性も指摘されています（水災害分野における地

球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について、社会

資本整備審議会答申、2008）。

このような状況をふまえ、滋賀県では、「どのような洪水に

対しても、人命を守り、壊滅的な被害を防ぐためには、どの

ように対応すべきか」という視点から治水政策を再検証する

こととしました。数年間に及ぶ調査検討の結果、これからの

治水政策では、「川の中の対策」だけでは抑えきれない洪水が

あることをこれまで以上に意識したうえで、「川の中の対策」

だけではなく「川の外の対策」をも並行し、自助・共助・公

助が一体となってハード・ソフトのあらゆる手段を総合的に

講じることが重要であると強く認識するに至りました。

これらの認識を踏まえ、ここに滋賀県は、県内で推進する

流域治水を次のように定義します。

どのような洪水にあっても、①人命が失われること避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、川の中の対策に加えて川の外の対策を、自

助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水

また本基本方針では、「川の外の対策」を図-1のように、「た
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て「流域治水基本方針」を策定し、実施していく。 治水に限界があることも明らかとなり、さらなる公助の展

開と、自助・共助の促進が重要な課題となっております。

また公助に関しても、県の立場からは、「行政主導型の公助」

（河川改修など）と「住民支援型の公助」（地域の自主防災

活動のサポートなど）の２種類の公助があると認識してお

ります。どちらの公助もさらに強力に推進していく必要が

あると考えております。また、自助・共助でできないこと

を公助が行うという視点で考えた場合、語順についても違

った見解もあると考えられます。そのため、ここでは、一

般的に広く用いられている“自助・共助・公助”の標記の

ままとします。なお、この語順であるからと言って、公助

の役割を矮小化してとらえることはあってはならないと考

えています。

・本基本方針の主体者が不明確である、また、滋賀県だけで

なく、国、市町及び関係機関と協力する必要があることか

ら「滋賀県は国、市町及び関係機関と協力して、地域の実

情や住民の立場・・・」とするべき。（琵琶湖河川事務所）

：県が国・市町、流域住民と協働して策定する方針です。滋

賀県が先に策定している琵琶湖総合保全整備計画（通称、

マザーレイク２１計画）と同様に、本方針内の各施策の主

体は、国・県・市町・住民等から役割分担を明確に整理し

ています。本方針に記載している施策のうち、他の法定計

画等に位置付けられているものについては、所与の条件と

して捉え、それらの記載内容に準じたものとします。

・治水制度もしくは（治水）対策どちらかの表現に統一すべ

き。（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘の主旨を踏まえ誤解が生じないよう修正しました。

める（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・「そ

なえる（地域防災力向上対策）」に分類して、その考え方と方

向性を示すこととします。

目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）

河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる ため池、調整池

グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、耐水化建築など

図-1 滋賀県における流域治水の目的と対策の分類

(2) 滋賀県流域治水基本方針の位置づけ

「川の中の対策」について、滋賀県は、各河川の均衡ある

治水安全度の向上を図るべく、平成 20、21 年の 2 年間をか

けて、「滋賀県の河川整備方針」を定め基本（長期）計画を示

すとともに、現在の投資余力を踏まえ、中長期整備実施河川

（今後 20 年間で整備すべき河川・区間、Ａ～Ｄランク）を

選定しました。これらの諸計画により、滋賀県が管理する各

河川については、治水安全度の向上させる具体的な道筋が示

されています。国においても、平成 19 年に淀川水系河川整

備基本方針が、次いで平成 21 年には淀川水系河川整備計画

が策定され、県内の国直轄河川に関する「川の中の対策」に

ついて具体的な整備内容が示されています。

そのため、本基本方針では、「川の中の対策」に関する諸計

画（河川管理者がその責任範囲で定める河川整備に関する計
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■第二章 滋賀県の特性

（１）琵琶湖を中心として周囲に県境をなす山地が続き、県

内に降った雨のほとんど（95.8%）が琵琶湖に流入している。

琵琶湖に流入しない大戸川等については、瀬田川に直接合

流している。

（２）水源山地の地質条件と相まって大量の土砂流出のため、

草津川や家棟川、姉川など多くの河川が天井川を形成してき

た。

（３）本県の河川の長さは短く急峻であることから水量変動

・「第二章 滋賀の特性」は、章立てするほどの内容がないの

で、もっと内容を充実させるべきである。あるいは、「第三

章」に入れ込む方が良いのではないか。（大津土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、内容を充実させるとともに、「第三

章 治水上の課題」に入れ込みます。

・「本県内における河川の特性」にすべき。（防災危機管理局）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。

・琵琶湖に流入しない河川として白川、藤尾川、四ノ宮川が

あるがこれらは無視としているのか。（大津市）

：白川・藤尾川・四ノ宮川の氾濫域についても、本方針の対

象範囲であると考えております。ご指摘のほか県内には北

川水系、木曽川水系の河川もあり、ご指摘のとおり(案)の

記述では誤解を招く恐れもあります。当該箇所での記述の

意図を勘案して、（琵琶湖に流入していない河川について全

て列挙するのではなく、）ご指摘の部分を一括して削除する

ことで、（無視している河川があるとの）誤解を招かないよ

うにします。

画）を所与の条件としつつ、流域治水の立場から、「川の中の

対策」で付加的に実施すべき事項、および「川の外の対策」

として実施すべき事項について、その概要と基本的方向を示

すこととします。

■第二章 治水上の課題

１.滋賀県の河川特性

滋賀県の周囲には県境をなす山地が続いているため、降っ

た雨はほとんどが琵琶湖に注ぎ、瀬田川、淀川を通じて大阪

湾に流出しています。岐阜県境に木曽川水系、福井県境に北

川水系の河川がありますが、いずれも一級水系であることか

ら、滋賀県には二級河川はありません。

淀川水系は、三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良の２府

４県にまたがり、その流域面積は8,240km2（幹川流路延長は

75.1km）ですが、このうち、琵琶湖流域は3,848km2であり、

淀川全体の46.7％を占めています。県の面積に占める琵琶湖

の流域面積は、95.8％です。瀬田川への流入河川を含めた、

県の面積に占める淀川の流域は、98％を占めます。

滋賀県の一級河川は509本（直轄13河川含む）あり、岐阜県

境の木曽川水系藤子川1河川、福井県境の北川水系北川（天増

川）、寒風川、椋川3河川の合計4河川を除くと、全て淀川水

系となっています。一級河川のうち、直轄管理区間は13河川

67.5km、指定区間は504河川（内4河川は湖沼）2,254.3kmあり

ます。琵琶湖に直接流入する一級河川は118本（南湖32本、北

湖86本）、また、瀬田川に直接流入する河川は12河川（洗堰

上流6本、洗堰下流6本）あります。琵琶湖および瀬田川に直

接流入する河川について、流路や流域別の河川数を表2-1に示

します。

琵琶湖を中心にして平地が広がり、その外側を分水嶺が取

り囲む同心円状の構造をしている地勢から、指定区間延長は
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が激しく、洪水や渇水被害に見舞われやすい特徴がある。

（４）琵琶湖から流れ出る河川は瀬田川1本であり、洪水流

入量に比べて瀬田川の流出能力がはるかに小さいため、琵琶

湖水位の上昇に伴う洪水が発生する恐れがある。

■第三章 治水上の課題

１．気候変動による外力の増加

（１）地球温暖化による気候変動に伴い豪雨や台風の強度の

一層の増大、渇水の深刻化などにより、過去の統計や経験が

通用しなくなる事態が生じることも想定されており、水害や

土砂災害等の頻度や規模の増大による壊滅的な被害の発生、

渇水の深刻化による被害の拡大が懸念されている。

（２）国が予測した気候変動による100年後の降水量の変化

・「集中豪雨の激化や台風の大型化」の表現が適切では（河港

課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・引用資料名を記載すべきである。（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘に基づき、引用資料名を記載します。

野洲川、安曇川の2河川を除くと全てが50km未満と短く急峻で

あり、洪水が起こりやすく渇水被害に見舞われやすいといっ

た特徴があります。

また、水源山地の地質条件と相まって、大量の土砂流出の

ため、天井川が多いのも特徴で、代表的なものに草津川、家

棟川、姉川（高時川）、百瀬川などがあり、これらの河川の

下を国道や河川が隧道、カルバートにより横断しています。

地域的に見ると、湖南・湖東地方では野洲川、日野川、愛

知川等の大河川が東西方向に幹川を延ばし、湖北地方では姉

川、高時川、余呉川等の大河川が南北方向に幹川を延ばして

います。湖西地方の代表的な河川としては安曇川があり、多

くは比良山地から流路の短い小河川が東西方向に分布してい

ます。

琵琶湖に流入する一級河川118河川の内、指定区間延長が

10.0km以下および流域面積20k㎡以下の小規模な河川が、全

体の80％を占めています（図表追加）。また、流域の平均幅

が1.5km以下、流域の形状係数が0.4以下の河川が全体の約

半数を占め、細長い流域形状を持った河川が多いことも特徴

の一つです（図表追加）。一方、県の土地利用・交通網の特

徴として、琵琶湖線、湖西線、北陸本線の鉄道網や国道等幹

線道路が、琵琶湖から概ね5km以内に位置することから、こ

れらを中心に町が発展しており、小規模な河川は琵琶湖周辺

の市街化区域等の重要な地域の排水を担っています。

２．気候変動による外力の増加

近年、局地的な集中豪雨が頻発し、その影響を受けやすい

流域面積が比較的小さい中小河川における洪水や土砂災害が

多く発生しています。地球温暖化にともなう気候変動により、

集中豪雨の頻発化や台風の大型化、渇水の深刻化など、過去

の統計や経験が通用しなくなる事態が生じることが予想され

ており、水害や土砂災害等の頻度や規模の増大による壊滅的

な被害の発生や渇水の深刻化による被害の拡大が懸念されて
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は、現在のおおむね 1.1 倍から 1.3 倍、最大で 1.5 倍程度を

見込むことが妥当とされ、将来の降水量の増加により現在の

治水安全度は著しく低下することになり、浸水やはん濫の危

険性が増大している。

（３）近年局地的な集中豪雨が頻発し、その影響を受けやす

い流域面積が比較的小さい中小河川における洪水や土砂災害

が多く発生している。治水施設が完成しても超過洪水が発生

する確率が増大しており、これまでの考え方に基づく治水施

設のみで安全を守ることは極めて困難である。

２．行政対応の現状

（１）河川行政等の現状と問題点

（ながす・ためる）

１）滋賀県における一級河川の当面の目標である 10 年確率

降雨（50mm/hr相当）に対する整備率は、ようやく半分を

超えた程度（55.5%：H21 年度末）で、県内全ての一級河

川で同様の安全性を確保するためには、今後１世紀相当の

・｢低下し、浸水やはん濫の危険性が増大することが予想され

ている｣が適切でないか。（河港課）

：ご指摘のとおり修正します。

・「これまでの考え方に基づく」は意味不明。具体的に記述す

べき。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・第三章は、治水上の課題を記述する章となっているため、

「２．行政対応の現状と問題点」などの表現とすべき。（琵

琶湖河川事務所）

：ご指摘のとおり修正します。

・「行政」を削除し以下の項目名とするべき。

（１）河川整備等の現状と問題点（ながす・ためる）

（２）まちづくり等の現状と問題点（とどめる）

（３）水害対応等の現状と問題点（そなえる）

（防災危機管理局）

：ここでは行政の限界などを含め、“公助”に焦点を当てて表

記していますので、（案）のとおりとします。

・「普通河川、下水道(雨水)等の整備・・」に「市町が整備し

ている・・・」の主語が必要では。（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・滋賀県域は、淀川水系の上流部であり、下流域の洪水対策

います。

国が予測した気候変動による100年後の降水量の変化は、

現在のおおむね 1.1 倍から 1.3 倍、最大で 1.5 倍程度を見込

むことが妥当とされており、将来の降水量の増加により現在

の治水安全度は著しく低下し、浸水やはん濫の危険性が増大

することが予想されています。（「水災害分野における地球温

暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について」，社会資本

整備審議会答申，2008）

たとえ治水施設が完成しても整備水準を超える洪水が発生

する確率が増大しており、既存施設や計画されている治水施

設のみで将来にわたって安全を守り続けることは極めて困難

な状況になっています。（図表追加）

３．行政対応の現状と問題点

（１）河川行政等の現状と問題点

（ながす・ためる）

滋賀県が管理する河川では、少なくとも 10 年確率降雨

（50mm/hr相当）により想定される洪水を河道内で安全に流

下させることを当面の目標として整備を進めています。10年

確率降雨に対する河川の整備率は、ようやく半分を超えた程
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長期間を必要とする。普通河川や下水道（雨水）等の整備

についても 5 年から 10 年確率降雨に対する整備を進めて

いるが、その進捗は鈍化している。

ほ場整備については、8 割を超える整備率となっている

が、排水路については、ほ場内の洪水を一定時間内に排水

することを許容する整備となっている。

このように、河川整備等の整備水準やその進捗には限界

があることが社会的に十分認識されていない。

２）県が管理する一級河川の延長は約 2,200ｋｍと長く、河

道内の樹木の繁茂や土砂堆積による河積の阻害などに対し

の観点から、河川整備や施設運用に下流の状況を考慮しなけ

ればならないという治水上の制約を記述すべきではないか。

（大津市）

：ご指摘の主旨を踏まえて、追記します。

・「一定時間内冠水することを許容する」の表現がわかりやす

い。（高島土木）

：具体的には、「4時間降雨4時間排水」を意味しています。

これは“（治水のために）一定時間の冠水を許容させる”こ

とを意図するものではなく、“少なくとも無被害のうちに排

水させる”ことを意図した整備です。冠水を許容するとの

記述では、ほ場整備の意図に誤解を生じる恐れのあること

から、できるだけ丁寧な表現となるよう修正します。

・整備水準とは、何を指すのか。（大津市）

：ここでは、一級河川の当面の整備目標である 10 年確率洪

水での整備、および普通河川や下水道（雨水）等は 5～10

年確率洪水の整備、また、ほ場整備では、10年確率の整備

であるものの一定時間内に排水することを許容する整備で

あることを指しています。ご指摘のとおり、日本語の使い

方として誤解を生じる恐れのあることから、「整備目標」と

します。

・文章が冗長で因果関係が明確でない。管理する延長がなが

いことをあえてここで述べる必要があるのか。（河港課）

度（55.5%：H21年度末）で、県管理の全ての河川で同様の

安全性を確保するためには、平成 21 年度の予算規模で今後

１世紀程度の期間を必要とすることが分かっています。（図表

追加）

市町が管理する河川・水路（準用河川・下水道（雨水）・普

通河川等）についても5年～10年確率降雨に対する整備が進

められています。これらの県・市町による河川・水路の整備

は、財政制約等からその進捗は鈍化してきています。

また、琵琶湖も含め、滋賀県が管理する河川は、淀川水系

の上流部に位置することから、下流域の治水施設の整備状況

に配慮しながら治水施設の整備・運用を行わなければならな

いという制約もあります。

ほ場整備については、整備を必要とする農地の8割を超え

る範囲が整備済みとなっており、ほ場整備と一体的に 10 年

確率洪水に対応した農業用排水路の整備も順次進められてい

ます。ただし、農業用排水路については、ほ場内の洪水（10

年確率）を一定時間内に排水する整備となっているため、計

画の対象となる洪水では一時的に湛水することになります。

このように、河川・水路等の整備目標やその進捗には限界

がありますが、そのことが社会的に十分認識されているとは

言えない状況にあります。

滋賀県は、管理する一級河川（総延長約2,200 ㎞）におい

て、河道内の樹木の繁茂や土砂堆積による河積の阻害などに
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て、限られた予算と人員体制で維持管理を行わなければな

らない状況である。

３）築堤河川が破堤した場合は、はん濫の大きなエネルギー

や、氾濫流による急激な水位上昇により、家屋が破壊され

るなどの壊滅的な被害が予想される。多くの天井川を有す

る本県にとって破堤を出来る限り回避させることは差し迫

って解決しなければならない緊急の課題である。

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

・県に限ったことだけを述べているが、市町についても同じ

ではないのか。（大津市）

：ご指摘の主旨を踏まえて、追記します。

・掘込河川においても、被害が想定されることから、堀込河

川の整備についても明記されたい。（甲賀市）

：ご指摘の主旨を踏まえ、（掘り込み河川については整備をし

ないとの）誤解を招かないように、本節第1段落を修正し

ます。

・“差し迫った”と“緊急”など意味の近い用語が重複してい

るため読みづらい。（河港課）

：ご指摘を踏まえて修正します。

・『ためる』の現状と課題について追記すべき。（防災危機管

理局）

：ご指摘のとおり追記します。

・各文末（助詞：が・の等）が不適当な個所がある。

（大津土木）

：確認し見直します。

逐次対処する責務がありますが、近年は、慢性的に投資余力

が減少する中で、限られた予算・人員体制で対応しなければ

ならない状況になっています。また、このことは市町が管理

する河川・水路についても同じように言えます。

築堤河川の堤防が決壊した場合には、はん濫の大きなエネ

ルギーや、はん濫流による急激な水位上昇により、家屋が破

壊されるなどの壊滅的な被害が予想されます。このため、多

くの天井川を有する滋賀県にとって、堤防の決壊をできる限

り回避させることは差し迫った課題となっています。

時代の経過とともに国民ニーズや産業構造が変化し、木材

等林産物の国内生産が減少した結果、多くの人工林が適切に

管理されずに放置され荒廃するようになりました。中山間地

域を中心に農地の耕作放棄地が増加してきており、水源かん

養や貯留機能が損なわれつつあります。河川計画はこれらの

貯留機能を前提としています。森林や水田の貯留機能の劣化

は、気候変動とともに、大洪水の頻発化を招く一因となりま

す。

グラウンド・駐車場や水田等による貯留効果について、安

曇川・大戸川流域等で試算したところ、100 年確率の洪水に

対しては、これらの貯留効果はダムの調節効果の数％程度あ

ることが確認されました。グラウンド・駐車場や水田等での

貯留は、中小洪水に対する効果は認められる場合があるもの

の、河川計画の対象となるような大洪水に対する効果は限定

的であることが分かっています。（図表追加）

滋賀県や市町は、開発に伴い洪水調節池の設置を事業者に
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資料１ これまでの河川政策について

（１）明治29年（1896年）河川法制定（近代河川制度の誕

生）以降

１）明治18年の淀川洪水や明治29年の琵琶湖大洪水などに

対する淀川上下流の治水対策として、河川法の制定ととも

に淀川改良計画が策定。

瀬田川の浚渫工事が実施されると共に、琵琶湖水位の管

理と下流淀川洪水時の洪水調節を目的とする南郷洗堰が設

置され、昭和36年に現在の瀬田川洗堰が整備。

２）昭和20年代から30年代には大きな水害が県内各地で発

生。昭和28年の台風13号では、県内のほとんどの川が破

堤。被災した河川では災害箇所の復旧をしながら、河道を

拡幅する河川改修を実施。

（２）昭和39年（1964年）河川法改正（治水と利水の体系

的な制度整備）以降

１）琵琶湖総合開発事業（昭和 47 年度～平成 8 年度）によ

り、琵琶湖洪水対策として湖岸堤や内水排除施設（排水ポ

ンプ）の整備や、ダム、河川改修による河川整備を推進。

並行して水道や工業用水道、かんがい施設の整備も推進。

２）平成４年に瀬田川洗堰の操作規則が策定。洪水期には琵

琶湖の水位をあらかじめ基準水位－0.2m（BSL－0.2ｍ）ま

たは基準水位－0.3m（BSL－0.3m）に下げておくことによ

り、琵琶湖の周辺の浸水被害を減少させるとともに、下流が

洪水で危険な時の放流制限や全閉操作が明記。

（３）平成９年（1997年）河川法改正（治水・利水・環境の

総合的な制度整備）以降

１）河川法の目的に、これまでの治水、利水に加えて「河川

環境の整備と保全」が追加されるとともに、河川整備計画

指導しています。しかしながら、ほとんどの調節池は私有財

産であることなどから、治水計画上、その効果が見込まれて

いません。また、継続的な機能確保についても制度上十分に

担保されていない状況にあります。

資料１ これまでの河川政策について

（１）明治29年（1896年）河川法制定（近代河川制度の

誕生）以降

１）明治18年の淀川洪水や明治29年の琵琶湖大洪水など

に対する淀川上下流の治水対策として、河川法の制定とと

もに淀川改良計画を策定

瀬田川の浚渫工事が実施されるとともに、琵琶湖水位の管

理と下流淀川洪水時の洪水調節を目的とする南郷洗堰が

設置され、昭和36年に現在の瀬田川洗堰を整備

２）昭和20年代から30年代には大きな水害が県内各地で

発生。昭和28年の台風13号では、県内のほとんどの川の

堤防が決壊。被災した河川では災害箇所の復旧とともに、

河道を拡幅する河川改修を実施

（２）昭和39年（1964年）河川法改正（治水と利水の体

系的な制度整備）以降

１）琵琶湖総合開発事業（昭和47 年度～平成8 年度）に

より、琵琶湖洪水対策として湖岸堤や内水排除施設（排水

ポンプ）の整備や、ダム、河川改修による河川整備を推進。

並行して水道や工業用水道、かんがい施設の整備も推進

２）平成４年に瀬田川洗堰の操作規則が策定。

洪水期には琵琶湖の水位をあらかじめ基準水位－0.2m

（BSL－0.2ｍ）または基準水位－0.3m（BSL－0.3m）に

下げておくことにより、琵琶湖の周辺の浸水被害を減少さ

せるとともに、下流が洪水で危険な時の放流制限や全閉操

作を明記

（３）平成９年（1997 年）河川法改正（治水・利水・環

境の総合的な制度整備）以降



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 13 -

制度が導入。

２）住民の意見を聴く「川づくり会議」や、有識者等から意

見を聴く「淡海の川づくり検討委員会」を設置して、県内

の河川整備計画の策定。

３）河川が本来有している生物の良好な生育環境に配慮し、

併せて美しい自然景観を保全あるいは創出するため、「多自

然型川づくり」を推進。

４）琵琶湖周辺で産卵・生育する魚類を保護するため、急激

な水位変動を抑えた弾力的な瀬田川洗堰の操作が実施。

（４）近年の状況

１）平成 16 年は台風が多数上陸し、新潟・福島豪雨災害、

福井豪雨災害、京都府由良川水害など、治水施設の計画規

模を超えた洪水による水害や土砂災害が頻発。

２）この一連の災害では、高齢者や障害者など災害時要援護

者の被災が相次ぎ、地域防災力の低下といった課題が顕在

化。

３）このような課題に対応するため、平成 17 年に水防法が

改正され、浸水想定区域の指定対象を主要な中小河川に拡

大するとともに、洪水ハザードマップ等による周知措置の

徹底、中小河川における洪水情報の充実等が行われた。県

では、日野川や野洲川などの７河川を洪水予報河川に、愛

知川、安曇川などの６河川を水位周知河川にそれぞれ指定

し、洪水情報の発信や浸水想定区域の指定・公表を進めて

おり、市町は当該河川の洪水ハザードマップを順次作成・

配布し、円滑な避難対策の推進に尽力。

１）河川法の目的に、これまでの治水、利水に加えて「河

川環境の整備と保全」が追加されるとともに、河川整備計

画制度を導入

２）住民の意見を聴く「川づくり会議」や、有識者等から

意見を聴く「淡海の川づくり検討委員会」を設置し、県内

の河川整備計画を策定

３）河川が本来有している生物の良好な生育環境に配慮

し、併せて美しい自然景観を保全あるいは創出するため、

「多自然型川づくり」を推進

４）琵琶湖周辺で産卵・生育する魚類を保護するため、急

激な水位変動を抑えた弾力的な瀬田川洗堰の操作を実施

（４）近年の状況

１）平成16年は台風が多数上陸し、新潟・福島豪雨災害、

福井豪雨災害、京都府由良川水害など、治水施設の計画規

模を超えた洪水による水害や土砂災害が頻発

２）この一連の災害では、高齢者や障害者など災害時要援

護者の被災が相次ぎ、地域防災力の低下といった課題が顕

在化

３）このような課題に対応するため、平成 17 年に水防法

が改正され、浸水想定区域の指定対象を主要な中小河川に

拡大するとともに、洪水ハザードマップ等による周知措置

の徹底や、中小河川における洪水情報の充実等を実施

県は、日野川や野洲川などの７河川を洪水予報河川に、愛

知川、安曇川などの６河川を水位周知河川にそれぞれ指定

し、洪水情報の発信や浸水想定区域の指定・公表を進め、

市町は、当該河川の洪水ハザードマップを順次作成・配布

し、円滑な避難対策の推進に尽力

４）平成19 年5 月に公表された気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）の第４次評価報告書では、地球温暖化な

どの影響から、集中豪雨の激化や台風の大型化という現象

が高い信頼度で予想され、水害や土砂災害等が頻発・激甚

化するとの懸念を指摘。
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４）県は平成 18 年 9 月に「流域治水政策室」を設置し、こ

れまでの川の中の対策に加え、川の外（流域）でのハード

対策とソフト対策を組み合わせ、地域の実情に応じた治水

対策の検討に着手。

５）平成 19 年 5 月に公表された気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）の第４次評価報告書では、地球温暖化などの

影響から、集中豪雨の激化や台風の大型化という現象が高

い信頼度で予想され、水害や土砂災害等が頻発・激甚化す

るとの懸念が指摘。

６）平成 20 年６月社会資本整備審議会の「水災害分野にお

ける地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方につい

て」の答申では、増大する外力への対応（洪水対策）につ

いては、「河川で安全を確保する治水政策」に加え、「流域

における対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行う

べきであるとされたところ。

７）平成 20 年の夏は短時間強雨（ゲリラ豪雨）が全国各地

で発生。

本県においても、７月18 日長浜市において１時間84ｍ

ｍの短時間強雨により、米川周辺の市街地を中心に家屋や

店舗など11戸が床上浸水、203戸が床下浸水。

８）国の河川整備計画に関する動きについては、平成 19 年

８月に淀川水系河川整備基本方針が策定され、「下流に影響

を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は

行わない」と明記。

平成21年３月に淀川水系河川整備計画が策定。

県の河川整備計画に関しては、川づくり会議を再開する

など平成22年度末の策定に向けた取り組みを進めている。

・4）は取り上げるべき内容でない。（大津市）

：ご指摘のとおり修正（削除）します。

５）平成 20 年６月社会資本整備審議会の「水災害分野に

おける地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方に

ついて」の答申では、増大する外力への対応（洪水対策）

については、「河川で安全を確保する治水政策」に加え、「流

域における対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行

うべきであるとされたところ

６）平成 20 年の夏は短時間強雨（ゲリラ豪雨）が全国各

地で発生。

滋賀県においても、７月18日長浜市において１時間84ｍ

ｍの短時間強雨により、米川周辺の市街地を中心に家屋や

店舗など11戸が床上浸水、203戸が床下浸水

７）国の河川整備計画に関する動きとして、平成 19 年８

月に淀川水系河川整備基本方針が策定され、「下流に影響

を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は

行わない」ことを明記。

平成21年３月に淀川水系河川整備計画を策定

県の河川整備計画に関しては、川づくり会議を再開するな

ど早期の策定に向けた取り組みを進めている。
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（２）まちづくり行政等の現状と問題点

（とどめる）

近年では、水害リスクの高い地域で無防備な開発がなされ

ている事例が見うけられる。開発に伴い、減災効果を有する

霞堤機能が失われた箇所も見うけられる。また、ほ場整備事

業の実施に伴い、整形田や大区画田での効率的な営農が求め

られたことにより霞堤の機能が失われてしまった事例もあ

る。

安曇川や姉川などの沿川には二線堤が残っているが、二線

堤の開口部を洪水時に締め切ることが地域で引き継がれてい

ないなど、洪水対策として有効な治水施設が、現在ではほと

んどが機能していない状況となっている。

伊勢湾台風襲来後の昭和34 年10 月27 日付け建設省事務

次官通達※1や、昭和45年1月8日付け建設省都市局・河川

局長通達※２など水害リスクを考慮したまちづくりを進める

制度があるが、十分に機能している状態とはいえない。

県内においては、古来より地域に暮らす知恵として土地利

用・建築の工夫をすることで居住する家屋への甚大な被害を

回避・軽減してきた。しかし近年では、水害リスクが高い箇

所での無防備な開発も散見されており、甚大な被害の危険性

が高まってきている。

浸水実績や水害リスクの情報が少ないことが、これらの制

度が機能していない理由のひとつとなっている。

・「水害対策の観点から見た」あるいは、「まちづくり行政等

における水害対策」といった限定が必要ではないか。（大津

市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・このような事例があるのか（高島土木）

：天野川氾濫域など、実際に確認されている事例がいくつか

確認されています。

・1)、2)で「水害リスクの高い地域での無防備な開発」が上

げられているが、同じことの繰り返しとなっている。(大津

市)

：ご指摘の主旨を踏まえ、文意を考慮し、1）での記述を削除

します。

・文意が伝わらない。第三段落は第一段落を説明しているこ

とから、これらを繋げて記述するべきではないか。そもそ

も通達の有無ははじめに強調されるような課題ではない。

（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・（とどめる）と２）の記載内容がリンクしていない。（大津

土木）

：（2）で示しておりますように、「とどめる」対策を「まちづ

くり」と対応（リンク）させ整理しております。さまざま

な観点からの分類はありますが、本基本方針においては、

土地利用・建築の規制・誘導のようなソフト対策について

も都市や建築という社会基盤の整備（まちづくり）に寄与

するものと理解し、「そなえる対策」ではなく「とどめる対

策」に分類しています。なお、「そなえる対策」には、避難

や水防活動といった人的な判断を伴うソフト対策を分類し

（２）水害対策の観点から見たまちづくり行政等の現状と問

題点（とどめる）

近年では、附近での開発に伴い、その減災機能を失った霞

堤が散見されます。また、ほ場整備事業の実施に伴い、整形

田や大区画田での効率的な営農が求められた結果、霞堤が撤

去されてしまった事例もあります。

また、安曇川や姉川、天野川などの沿川には二線堤が残さ

れていますが、二線堤の開口部（普段は通行用に開放）を洪

水時に締め切ることが地域で引き継がれていないなど、治水

上有効な施設が十分機能していない状況となっています。

滋賀県においては、古来より地域に暮らす知恵として土地

利用や建築の工夫をすることで居住する家屋への甚大な被害

を回避・軽減してきました（図表追加）。しかし近年では、水

害リスクが高い箇所での無防備な開発も散見されており、甚

大な被害の危険性が高まってきています（図表追加）。

土地利用や建築の工夫によって家屋への被害を回避するた

めの法制度は、以前から用意されていましたが（資料-2）、県

内の浸水実績の記録や水害リスク情報が不足していたため、

その具体的な運用方法を示されていませんでした。このこと

などが要因となり、現在に至るまでこれらの制度が十分に機

能していない状況にあります。
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（３）危機管理行政等の現状と問題点

（そなえる）

１）大規模な水害は広域かつ同時多発的に発生することにな

るため、行政がすぐに被災地域へ支援を差し向けることがで

きないことが想定される。

※1 建設省事務次官通達（昭和 34 年 10 月 27 日

付）

風水害による建築物の災害防止について(概要)

建築基準法第 39 条に基づく災害危険区域の指定、

特に低地における災害危険区域の指定を積極的に

行い、区域内の建築物の構造を強化し、避難の施設

を整備させること。

※2 建設省都市局・河川局長通達（昭和45年1月

8日付）

都市計画法による市街化区域および市街化調整区

域の区域区分と治水事業との調整措置等に関する

指針について(概要)

おおむね60分雨量強度50mm程度の降雨対象とし

て河道が整備されないものと認められる河川のは

んらん区域及び0.5m 以上の湛水が予想される区域

に該当する区域は，都市計画法施行令第8条第2号

に規定する「溢水，湛水，津波，高波等による災害

発生のおそれのある土地の区域」とみなし，原則と

して市街化区域に含めないものにする。

ています。また、対策と所管とを対応させるとの意図から

も、まちづくりに係る諸対策を「とどめる対策」として分

類することとしています。

・市は、開発基準等に基づき適正な開発となるよう業務を遂

行しているので、「無防備な開発」という表現に抵抗を感じ

る。表現を改めて欲しい。（草津市）

：これまで行政は、時点時点の開発基準に基づき、適正な審

査を実施してきました。しかしながら、様々な社会状況の

変化を経て、なおかつ、リスクの予測技術が進展してきた

現時点において、県内全域を見たときに、（過去の行政部会

での資料でもお示ししたように）残念ながら「無防備」と

理解せざるを得ない開発が散見されることも事実です。行

政としては、社会状況の変化も踏まえつつ、新たに認識さ

れたリスクを適切に考慮していく必要があると考えます。

・「浸水実績・・・となっている」の文章はこの章でいいのか。

また、「これらの制度」とは何をさすのか不明確。（大津市）

：これらの制度とは、都市計画法、建築基準法、建築基準施

行令、建築基準法施行規則等、あるいは、これらの具体的

な運用基準を示す基本通達を指しており、それらの法制度

が機能していない理由として浸水実績の記録や水害リスク

の情報が不足していることがあげられます。

なお、浸水実績が少ないことが問題ではなく、浸水実績

の記録が少ないことが問題ですので、ご指摘の主旨を踏ま

えて修正します。

・大規模な災害だからと言って、広域かつ同時多発であると

は必ずしも言えない。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

（３）危機管理行政等の現状と問題点

（そなえる）

大規模な災害では、広域かつ同時多発的に被害が発生する

こともあるため、行政がすべての被災地域へすぐさま支援を

差し向けることができないことも想定されます。

資料-2 土地利用や建築の工夫により被害を回避・軽減す

る法制度

建設省事務次官通達（昭和34年10月27日付）

風水害による建築物の災害防止について(概要)

建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定、特に

低地における災害危険区域の指定を積極的に行い、区域

内の建築物の構造を強化し、避難の施設を整備させるこ

と。

建設省都市局・河川局長通達（昭和45年1月8日付）

都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区

域区分と治水事業との調整措置等に関する指針について

(概要)

おおむね 60 分雨量強度 50mm 程度の降雨対象として

河道が整備されないものと認められる河川のはんらん

区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域に該当する

区域は，都市計画法施行令第8条第2号に規定する「溢

水，湛水，津波，高波等による災害発生のおそれのある

土地の区域」とみなし，原則として市街化区域に含めな

いものにする。
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２）洪水時に河川管理者から市町等へ伝えられる「はん濫注

意情報」を始めとした防災情報は、現実に発せられる機会が

少ないため、県・市町の担当者は訓練等により洪水対策に充

分精通していない。

市町村合併に伴い、所管の拡大や行政組織の縮小化が相ま

って防災部局の負担が増大し、不測の事態に対し組織が適切

に対応できるのか不安な状況となっている。

洪水予報河川や水位周知河川が指定され、避難判断水位の

設定など市町の避難勧告等の判断を支援する情報は増加して

きたが、勧告等を発令しても予測と現地での状況が一致しな

いことがあるため、避難情報発令の最終判断に困っている市

町が多い。

・「市町、そして住民等へ」の表記。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「訓練等を行っているものの」の表現の方が文意が伝わり易

い。（河港課）

・「県・市町の担当者は訓練等により洪水対策に充分精通して

いない」とはどういうことか（大津市）

・｢県・市町の担当者は～精通していない｣ が文意不明瞭。（大

津土木）

：「訓練等を行っているものの」に修正します。

・「市町村合併に伴い…負担が増大し」とあるが、必ずしも市

町村合併のみが事務負担増大の要因ではない。表現を再考

願いたい。（竜王町）

・｢所管の拡大や行政組織の縮小化が相まって｣ が文意不明

瞭。（大津土木）

・“不安な状況となっている”の表現が曖昧ではないか。（大

津市）

・不測の事態に対処できない災害対応部局の価値は無いため

「市町村合併に伴う所管の拡大に伴って、不測の事態に対

し組織が適切に対応･･･」と修正【または全文削除】（防災

危機管理局）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。

・避難勧告等の判断を支援する情報とあるが基準ではないの

か。（大津市）

：支援する情報には判断基準や（水位等の）予測情報も含ま

れます。

・避難判断水位等の情報は、現実の水位でのみ発表され、降

雨・流出予測（水位の上下昇の傾向）が十分加味されてい

洪水時に河川管理者・量水標管理者（国・県）から水防管

理者（市町）、そして住民等へ伝えられる「はん濫注意情報」

を始めとした避難や水防活動のきっかけとなる情報は、その

発令機会も少なく、県・市町の担当者は訓練等を行っている

ものの水害対応に充分精通しているとは言えない状況にあり

ます。

人口の増加や住民のライフスタイルの変化、社会的ニーズ

の多様化、行政組織の縮小化、また、市町村合併による所管

の拡大など、さまざまな要因により、防災部局の負担が増大

しており、不測の事態に対し、組織が適切に対応できるのか

危惧されています。

河川管理者（国・県）により、洪水予報河川や水位周知河

川が指定され、避難判断水位の設定など市町が避難勧告等の

発令を判断するための情報は増加してきました。その一方で、

勧告等を発令しても、降雨・流出予測（水位の上下昇の傾向）

が十分加味されていないことなどから予測と現地での状況が

一致しないこともあるため、多くの水防管理者（市町）が避

難情報発令の最終判断に苦慮しています。
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平成 21 年 8 月に発生した兵庫県佐用町の豪雨災害では、

市町が避難情報を出すタイミングや、屋外避難か上階への垂

直避難かの判断の難しさが浮き彫りとなった。

３．地域防災力の低下

（そなえる）

ないことが問題なのでは。（大津土木）

：全国の統一的な基準を適用して定めた避難判断水位は、（現

地の特殊性などにより）場合によっては現実的と言えない

ものもあり、より機能的な判断基準の整備は今後の重要な

課題と考えています。そのため、ご指摘の内容も加えて修

正します。

・ここの章で必要な文書か。（大津市）

：これまでは、水害の避難勧告においても、水平避難を標準

として考えてこられました。しかし現在では、国の審議会

（大雨災害における避難のあり方等検討会）において議論

になるなど、佐用町の豪雨災害を契機に、垂直避難も含め

た避難判断の必要性が社会的関心事となっています。これ

は、外水の氾濫だけでなく、内水氾濫についても検討を行

い、きめ細やかな避難判断基準を設定する必要性を示唆す

る動きでもあり、今後の「そなえる対策」では十分に考慮

されるべき課題として特筆すべきものと判断し、ここに記

載しています。

・「地域防災力の低下」という表現があるが、自主防災組織の

組織率も高まっており、地域全体を見てみると「低下」と

いう表現はなじまないと思われる。「地域防災力の現状と課

題」などの表現が適当ではないか。(甲賀市)

：ご指摘のとおり修正します。ただし、平成 19 年度に実施

しました地域防災力アンケートの結果からも（４）のとお

り組織率が増加していることが必ずしも地域防災力が高く

なっているとは言えないことも事実です。

・草津市では、自主防災組織の育成支援や助成、災害時要援

護者避難支援プランの推進、同報系防災無線の整備、町内

会毎の災害図上訓練の実施など、従来にも増して自助、共

助の地域の防災力向上に取り組んでおり、地域防災力が低

平成 21 年 8 月に発生した兵庫県佐用町の豪雨災害では、

市町が避難情報を出すタイミングや、屋外避難か上階への屋

内避難（垂直避難）かの判断の難しさが浮き彫りとなりまし

た。これまで以上にきめ細やかな避難情報（避難勧告や避難

指示）が求められています。

４．水害に関する地域防災力の現状と問題点

（そなえる）
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（１）河川改修などの治水施設の整備により安心感が増えた

ことや、過去 40～50 年間に県全域に及ぶような甚大な水害

が発生しなかったこと、都市化に伴って河川との関わりが薄

れてきたことなどから、水害に関する県民の意識が薄れ、洪

水に備える意識の低下が危惧される状況である。

（２）他府県の被災地調査では行政からの情報がないと避難

できないなど、行政依存の住民が多くなっていると指摘され

ており、大規模な避難の経験がない本県においても同様の状

況でないかと危惧される。

（３）自治会を対象とした「地域防災力アンケート」結果で

は、自主防災組織の活動は火災や地震を中心に実施されてお

り、水害を対象とした活動が非常に少ない。

（４）自主防災組織率は年々増加しているものの、訓練など

の活動が一部の参加者に限られるなど、地域全体として対応

されているというところまでに至っていない組織が多い。

（５）過去の水害体験を正しく伝える活動がなされておらず、

若者や新住民に地域の水害体験が継承されていない自治会が

下しているとは思わない。（草津市）

：各々の市町での取り組みの違いがありますが、県下全域を

俯瞰した場合、地域防災力は低下している状況にあると言

えます。ここでの表現については、ご指摘の主旨を踏まえ

て修正します。

・水害に限定し「水害に関する地域防災力の現状」とするべ

き。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「ことにより、自分たちの川であるという当事者の（自治）

意識が薄れ、親しみや楽しみのある川からは遠い存在とな

ったことなどから、河川や水害に対する住民の意識ととも

に」の文章の方がよい。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「被災」に修正。（防災危機管理局）

：修正します。

・表現が抽象的で何を言いたいのか分からない。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

・(3)前回意見対応で「自治会に入らない住民の増加」という

ことを書くのではなかったか。（大津市）

：ご指摘の内容は重要な点と考え、第６段落目に特筆してい

ます。

・｢正しく｣は不要では。（大津土木）

：「正しさ」を追求するがあまり、広く伝えられない情報も存

河川改修などの治水施設の整備により安心感が増えたこと

や、過去 40～50 年間に県全域におよぶような甚大な水害が

発生せず当事者（自治）意識が薄れたこと、さらには親しみ

や楽しみのある川からは遠い存在となったことなどから、洪

水に備える意識の低下が危惧される状況にあります。

最近の被災地調査では、現に浸水が始まっていても行政か

らの避難勧告あるまで避難しなかった事例が報告されていま

す（参考文献追加）。近年、この事例のように住民が過剰に行

政依存する傾向も指摘されており（参考文献追加）、大規模な

被災の経験がない滋賀県においてもより深刻な状況であるこ

とが危惧されます。

滋賀県が実施した自治会を対象とした「地域防災力アンケ

ート（平成 19 年 12 月実施）」の結果からは、自主防災組織

の活動は火災や地震災害を中心に実施されており、水害を対

象とした活動が非常に少ないことが分かりました。（図表追

加）

また、自主防災組織率は年々増加しているものの、訓練な

どの活動が一部の参加者に限られるなど、地域全体として対

応されるところまでに至っていない組織が多いことも分かり

ました（図表追加）。
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多い。

（６）中山間地域では過疎化や高齢化が進み、集落機能の維

持が困難な地域が増加しており、また都市部では自治会に参

加しない住民が増加するなど、自治組織としての機能が低下

している。

（７）高齢者や日本語に不慣れな外国人など、水害時に避難

の支援が必要な災害時要援護者が増加しており、現在の社会

環境に即した避難誘導体制の確立が急務となっている。

（８）水防活動を担う消防団について、団員の数はほぼ横ば

いであるものの高齢化や居住地域を離れて仕事を持つ団員が

増えるなど、水防力の低下が懸念される。

資料２ これまでの地域防災について

（１）滋賀県の川は、多くの川が肥沃な扇状地を形成し、川

の水を生活用水や農業用水として利用するため流域に集落が

発展すると共に、水害の被害を少しでも減らそうと築堤や川

ざらい等の川普請が行われた。

また、昔より都市として発展した地域においては、付け替え

等の整備が積極的に行われた川もあった。

（２）天井川沿いでは、地域において洪水時の見回りや土の

う積みなどの水防活動が積極的に行われるなど、地域防災力

はきわめて高かった。

（３）高度経済成長期以降工場の立地や上下水道の整備が進

み、農業においても琵琶湖からの揚水施設の整備など、かん

がい施設整備の進展に伴い、身近な川へ用水を直接依存する

必要が少なくなったことなどから、住民の川への関心が低下

在するとの問題もしてきてされています。これらの課題も

踏まえ、ご指摘のとおり、「正しく」を削除します。

・前回の修正案では「災害時要援護者が増加」というのを「被

災者に占める要援護者の割合が高い、及び日本語に不慣れ

な外国人への対応が急務」に修正ではなかったか。（大津市）

：ご指摘の意見（本県健康福祉政策課から意見）を踏まえ、

（案）のように修正しています。

・「水防力の低下が懸念される。」では、水防技術等の低下と

誤解されるので「水防活動に必要な団員の確保が困難にな

ってきている。」に修正してはどうか。（湖南市）

：「高齢化や居住地域を離れて仕事を持つ団員が増えるなど」

との表現からご指摘のような誤解は生じないと考えます。

過去の水害体験を伝える活動がなされておらず、若者や新

住民に地域の水害体験が継承されていない地域が多いことも

明らかとなりました。

中山間地域では過疎化や高齢化が進み、集落機能の維持が

困難な地域が増加しており、また都市部では自治会に参加し

ない住民が増加するなど、自治組織としての機能が低下して

いることも指摘されています。

また高齢者や日本語に不慣れな外国人など、災害時に避難

の支援が必要な災害時要援護者が増加しており、現在の社会

環境に即した避難誘導体制の確立も急務となっています。

水防活動を担う消防団について、団員の数はほぼ横ばいで

あるものの、高齢化や居住地域を離れて仕事を持つ団員が増

えるなど、水防力の低下が懸念されています。（図表追加）

参考２ これまでの地域防災について

（１）滋賀県の川は、多くの川が肥沃な扇状地を形成し、

川の水を生活用水や農業用水として利用するため流域に

集落が発展すると共に、水害の被害を少しでも減らそうと

築堤や川ざらい等の川普請が行われてきた。

また、昔より都市として発展した地域においては、付け替

え等の整備が積極的に行われた川もあった。

（２）天井川沿いでは、地域において洪水時の見回りや土

のう積みなどの水防活動が積極的に行われるなど、地域防

災力はきわめて高かった。

（３）高度経済成長期以降工場の立地や上下水道の整備が

進み、農業においても琵琶湖からの揚水施設の整備など、

かんがい施設整備の進展に伴い、身近な川へ用水を直接依

存する必要が少なくなったことなどから、住民の川への関

心が低下してきた。
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してきた。

（４）河川整備の進展や水害発生回数の減少などにより、水

害に備える意識は低下し、水害に関する防災訓練がほとんど

の集落で実施されていないなど、地域防災力の弱体化が危惧

される状況である。

（５）都市化の進展に伴い市街地が拡大し、はん濫した場合

大きな被害を受ける恐れのある地域において住宅開発が進む

など、水害を受ける危険性が高まっている。

４．水害リスク情報の不足

（１）地域の水害リスク情報が不足していたため、転居や建

て替え、不動産取引時において水害リスクが高い地先でリス

クが考慮されず、知らずに生活している住民が存在し、災害

時には被害が甚大となる可能性が高くなっている。行政にお

いても、実情に近い水害リスク情報が無く、水害リスクに応

じた土地利用に制限を掛けることができない状況にある。

（２）道路や鉄道等による連続盛土構造物の設置、土地の改

変に伴う水害リスクの変化に関する情報が把握されていない

ため、地域の水害リスクが高くなった事例も存在する。

・(1)、(2)の文章 意図することがわからない。「水害リスク」

を具体的に書いた方が良い。

「水害リスク」 「地形状況の変化」このようなことで

はないのか。（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・（４）は、３の（１）と重複しているので省略しては。（大

津土木）

：ここでは、水害リスク情報に着目し、課題を再整理するこ

とを意図しており、重複していますが、異なる視点から再

掲しています。

（４）河川整備の進展や水害発生回数の減少などにより、

水害に備える意識は低下し、水害に関する防災訓練がほと

んどの集落で実施されていないなど、地域防災力の弱体化

が危惧される状況である。

（５）都市化の進展に伴い市街地が拡大し、はん濫した場

合に大きな被害を受けるおそれのある地域においても住

宅開発が進むなど、水害を受ける危険性が高まっている。

５．水害リスク情報の不足

これまでは、技術的制約等もあり、広範な水害リスク情報

（どの程度の被害がどのような頻度で生じるのかなどの情

報）が不足していました。そのため、例えば、転居や建て替

え、不動産取引時などにおいて、水害リスクを考慮する機会

が十分に提供されてなかったと言えます。情報不足の結果と

して、自らが暮らす地域の危険性を十分に認識せずに生活を

おくる住民も少なくないと考えられます。このような状況に

あっては十分な備えができず、結果として被害が助長される

ことが懸念されます。

まちづくり行政においても、広範な水害リスク情報が不足

しており、浸水による被害の程度やその頻度に応じたまちづ

くりを図ることが困難な状況にあったと言えます。

また、道路や鉄道等による連続盛土構造物の設置、土地の

改変に伴う水害リスク（氾濫時の被害の程度や頻度）の変化

については、行政においても定量的に認識するには至ってい

ませんでした。滋賀県においても東海道新幹線や北陸自動車

道には多くの避溢橋が確認されますが、ほとんどが地元住

民・市町からの請願によるものでした（図表追加）。その一方
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（３）主要河川の水位や氾濫の情報だけでなく、中小河川や

農業排水路などを含めた内水氾濫の情報が無ければ屋内避難

（垂直避難）を含めた適切な避難判断が難しい。

（４）近年、県内において水害被害が無いこと、県民が共有

する水害リスク情報も存在しないことから、県民の水害に対

する防災意識が低下しつつある現状において、地域防災力の

維持が困難である。

■第四章 これからの治水の基本的方向

－ 流域治水の推進

１．流域治水の目標

気候変動による外力の増加や地域防災力の低下など、近年

顕在化している課題を踏まえ、洪水を川の中に閉じこめるこ

とには限界があり、「一定規模以上の洪水が発生した場合は川

や水路から溢れる」ということを共通の認識としたうえで、

「どのような洪水にあっても人命を守る」ことを最優先とし、

流域で暮らし活動するすべての者が協働して対策を進めてい

・課題としては“内水氾濫の情報を整備すること”であるの

でそれが分かるようにすべき。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

・県民が共有する水害リスク情報も存在しないと書かれてい

るが、水防法に係る浸水情報はリスク情報ではないのか、

また、地域防災力の維持が困難と言い切れるのか。（大津市）

：ご指摘のとおり、浸水想定区域図等は水害リスク情報のひ

とつです。ただし、主要河川からの氾濫に限定されている

ことや単一の発生確率での浸水に限定されており、内水も

考慮した避難やまちづくりに適用するには必ずしも十分で

あったとは言えない状況にあります。

また、県政モニターへのアンケート調査の結果等か ら

も、県民の水害に対する意識は高くなく、水害経験が地域

で引き継がれていない現状もあり、水害に関する地域防災

力の維持は困難な状況にあると考えられます。

・“洪水を川に閉じ込めることには限界がある”と“一定規模

以上の洪水が発生した場合は川や水路から溢れる”とは同

じ意味である。文章が冗長で読みづらい。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

・基本的方向の前提となる、流域治水の概念および、流域治

で、土地の改変の影響が十分に認知されないまま、結果とし

て、一部の地域でリスクが高くなった事例も存在しています。

佐用町豪雨の経験から、水害時には屋外避難（水平避難）・

屋内避難（垂直避難）の判断の重要性が明らかとなりました

が、これらの判断を適切に行うためには、主要河川の水位や

はん濫の情報だけでなく、中小河川や農業用排水路などを含

めた内水はん濫の情報が求められます。

また、幸運にも過去 40～50 年間に県全域におよぶような

甚大な水害が経験しなかったことなどから、逆に住民の水害

に対する防災意識が低下しつつあります。このような中で、

住民の水害に対する防災意識を喚起するためにも、実態に即

した広範な水害リスク情報が整備されることが望まれます。

■第三章 これからの治水の基本的方向

－ 流域治水の推進

１．流域治水の目標

これまでに述べてきたように、気候変動による外力の増加

や投資余力の減少、地域防災力の低下など、近年、治水に係

る多くの課題が顕在化し、「川の中の対策」だけでは限界があ

ることが明らかとなってきました。

このような中にあって、人的被害や生活再建が困難となる

壊滅的な被害を回避するためには、流域で暮らし活動するす
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く。 水を構成する「ためる・とどめる・そなえる」の定義を詳

しく記述すべき。（家屋化）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、修正します。

・「共通の認識とした上で、」→誰と誰の共通認識かを記述す

べきではないか。（大津市）

：ご指摘の主旨を踏まえ、修正します。

べての者が「川の中の対策」だけでは限界があることを共通

の認識としたうえで、「川の中」だけではなく「川の外」にも

視点を向け、協働してさまざまな対策を講じていく必要があ

ります。

滋賀県は流域治水を次のように定義し、強力に推進してい

きます。（第一章再掲）

どのような洪水にあっても、①人命が失われること避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、川の中の対策に加えて川の外の対策を、自

助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水

また、「川の外の対策」を図-1（再掲）のように、「ためる

（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・「そなえ

る（地域防災力向上対策）」に分類します。

目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）

河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる ため池、調整池

グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、耐水化建築など

ためる（流域貯留対策） ため池、調整池、グラウンドでの

雨水貯留など、河川・水路等への流入量をへらす対策を言い
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２．流域治水対策を検討する基礎情報 －「地先の安全度」

個々の治水施設の治水安全度ではなく、流域内の各地点の

水害に対する安全度を評価する必要がある。ここで、流域内

の各地点の水害に対する安全度を「地先の安全度」と呼ぶ。

流域内の被害の年発生確率により、「地先の安全度」を計量化

する。

外力規模については、被害が生じない程度の小規模なもの

から、治水施設の整備水準を超えるような大規模なものまで、

幅広く想定する。

降雨を外力として、流域－河道・水路－氾濫域での一連の

水文・水理過程を解析し、地点毎の水理量（浸水深・流体力

等）を算定して、被害の種類を判定する。

ある地点に一般家屋があった場合に、当該家屋が①家屋流

失、②家屋水没、③床上浸水、④床下浸水の危険に曝される

年確率として「地先の安全度」を表現する。

・流域治水の新しいキーワードである「地先の安全度」につ

いては、提言の模式図を引用するなどして、分かりやすく

説明（定義）する必要がある。（大津土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

ます。

どどめる（氾濫原減災対策） 輪中堤、二線堤、霞堤、水害

防備林、土地利用規制、耐水化建築など、河川・水路等の整

備水準を超える洪水により氾濫が生じた場合にも、まちづく

りの中で被害を最小限に抑える対策を言います。

そなえる（地域防災力向上対策） 防災訓練や防災情報の発

信など、避難行動や水防活動など即時的判断を伴う災害対応

をより強化する対策を言います。

ながす 洪水をできるだけ川の外へ溢れさせないよう河川・

水路等を整備する対策を言います。河道内に整備される洪水

調節施設（ダムなど）も含みます。

２．流域治水対策を検討する基礎情報 －「地先の安全度」

自助・共助・公助が一体となって流域治水を進めるために

は、水害対策として「川の中の対策」と「川の外の対策」を

並行して進める必要があることを、行政機関も含め、流域に

暮らすさまざまな人々が共通の理解とすることが必要不可欠

です。

滋賀県は、これらの共通理解をはかり、着実に流域治水を

推進するため、個々の治水施設の安全度ではなく、人びとの

暮らしの舞台である流域内の各地点の安全度（以下、「地先の

安全度」という）を調査し、基礎情報として活用することと

します。
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３．流域治水の基本的方向

（１）ながす・ためる対策

河川管理者や下水道（雨水）施設管理者および農業排水路 ・第三章３節と第四章とで重複した記述が多く、あえて分割

日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

図-2 河川・水路の治水安全度と「地先の安全度」

「地先の安全度」を計量化する際には、被害が生じない程

度の小規模なものから、治水施設の整備水準を超えるような

大規模なものまで、想定する外力を幅広く設定します。外力

には降雨を与え、流域－河道・水路－はん濫域での一連の水

文・水理過程を解析し、地点毎の水理量（浸水深・流体力等）

を算定して、被害の種類（①家屋流失、②家屋水没、③床上

浸水、④床下浸水）を判定することとします。

「地先の安全度」は、各地点における発生確率別の水理諸

元（浸水深や流速など）で表現する他、ある地点に一般家屋

があった場合に、当該家屋が①家屋流失、②家屋水没、③床

上浸水、④床下浸水の危険にさらされる年確率として表現す

ることとします。

1/010 (0.100) ④

1/030 (0.033)

1/050 (0.020) ③

1/100 (0.010)

1/200 (0.005) ② ①

無被害 床下浸水 床上浸水 家屋水没 家屋流失

0.1m< h u
2

h ≥
<0.5m 2.5m

3
/s

2

被害の種類（浸水深・流体力）

h <0.1m 0.5m≤h

< 3.0m

h  ≥3m

1/002 (0.500)

年
発
生
確
率

…

図-3 ある地点における「地先の安全度」の表示例

左図は、当該地点に一般家屋がある場合に、

①家屋流失が200年に1度程度、

②家屋水没が200年に1度程度、

③床上浸水が050年に1度程度、

④床下浸水が010年に1度程度、

の確率で発生することを意味する。



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 26 -

管理者等（以下河川管理者等という）は、均衡ある治水安全

度の向上と効果的・効率的な河川や水路の整備を着実に実施

するとともに、河道が持つ流下能力を発揮させるため適切な

河川や水路の維持管理を行わなければならない。

また、超過洪水が発生した場合でも被害を最小限に抑えるた

めの対策についても、実施していく。

都市施設管理者は、雨水貯留および地下浸透対策を実施す

る。農林業関係者は、森林や農地を適正に保全管理すること

により、保水機能や地下浸透機能の維持をはかる。そのこと

により、流域全体での雨水貯留機能を維持向上させ、降雨の

急激な流出を緩和し河川等にかかる負荷を軽減する。

（２）とどめる対策

「地先の安全度」を活用し、流域・氾濫原での改変行為(連

続盛土構造物の設置・撤去等)の影響を調査し、必要に応じて

氾濫原減災対策を講じる。また、家屋流失や水没が想定され

る箇所や、床上浸水の頻発が想定される箇所では、新たな条

例の制定等により、土地利用・建築の規制を行い、人的被害

や深刻な資産被害を回避・軽減する。

（３）そなえる対策

「地先の安全度」を公表し、県民と水害リスクについて正

しく認識を共有することが重要である。その上で、洪水にそ

なえ、地域の実情を踏まえた避難ルールの策定など、自助・

共助・公助を組み合わせた水害に強い地域づくりを進める。

■第五章 流域治水を推進する具体的な方策

１．洪水を安全に「ながす」対策

する必要がないのではないか。分割していることで返って

読みづらい印象がある。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。

■第四章 流域治水の進め方
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河川管理者や下水道（雨水）施設管理者および農業排水路

管理者等（以下河川管理者等という）は、均衡ある治水安全

度の向上と効果的・効率的な河川や水路の整備を着実に実施

するとともに、河道が持つ流下能力を発揮させるため適切な

河川や水路の維持管理を行わなければならない。

また、超過洪水が発生した場合でも被害を最小限に抑える

ための対策についても、実施していく。（再掲）

（１）適切な河川の維持管理

県は、管理する一級河川の維持管理は防災対策上重要であ

るとの認識のもと、現況河道が持つ流下能力を充分に発揮さ

せるため、上下流に比べて流下能力が不足するなど、治水上

支障のある箇所を見極めたうえで、緊急性の高いところから

河道内樹木の伐採や堆積土砂の浚渫、護岸の修繕等について

着実に実施していく。

また、県は地域に身近な河川について、「ふるさとの川づくり

協働事業」により、関係自治体や住民と協働した維持管理を

推進していく。

・この文章の中で管理者が幾つか出てくるが各管理者は同じ

ではない。下水道、農業排水路の管理者を全て河川管理者

といえないのではないか。（大津市）

：河川（準用河川・普通河川を含む）下水道（雨水）や農業

用排水路は、“一定の流量を排水させる（河道・水路内で安

全に流下させる）”＝「ながす」という共通の機能を有して

いますが、ご指摘のとおり各管理者は同じではありません。

そのため、誤解が生じないように修文します。

・洪水を安全に｢ながす｣対策→洪水を安全に｢ながす｣施策で

は。（大津土木）

：ご指摘のとおり“対策”という言葉の使い方については議

論のあるところです。例えば同様の事例として、「治水対策」

は正しい表現かという議論があります。水害対策は正しい

使い方ですが、治水対策は必ずしも正しいとは言えないと

の指摘もあります（治水そのものが対策を表すため）。しか

し、治水対策という使い方はある程度一般的なものとして

流通しており、現在において“対策”の使い方として格別

不適切とは言えないと判断しております。このことから、

これまでの使い方とも整合させ（案）のとおり“対策”と

します。

・｢ふるさとの川づくり協働事業｣について、一般的な事業名

称ではないし、今後名称変更もあり得るため、マスタープ

ランでの使用は適当でないのでは。（大津土木）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。

・下水道は河川施設ではない、また、農業排水路の管理者は

農業組合や農業従事者ではないか。資料3と合わない。（大

津市）

：下水道（雨水）や農業排水路等も「ながす」対策として重

１．洪水を安全に「ながす」対策

国・県・市町等、河川・水路等の管理者は、均衡ある治水

安全度の向上を図るため、河川・水路等の治水施設の効果的・

効率的な整備を着実に実施するとともに、各施設が持つ流下

能力を発揮させるため適切な維持管理を行ないます。

また、整備水準を超える洪水が発生した場合でも被害を最

小限に抑えるための対策についても、必要に応じて検討・実

施します。

（１）適切な河川等の維持管理

県は、管理する一級河川の維持管理は防災対策上重要であ

るとの認識のもと、現況河道が持つ流下能力を充分に発揮さ

せるため、上下流に比べて流下能力が不足するなど、治水上

支障のある箇所を見極めたうえで、緊急性の高いところから

河道内樹木の伐採や堆積土砂の浚渫、護岸の修繕等を着実に

実施します。

また県は、地域に身近な河川について、補助制度（ふるさ

との川づくり協働事業等）を用意して、関係自治体や住民と

協働した維持管理を推進します。
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市町は、管理する準用河川や普通河川において、また、下水

道（雨水）や農業排水路などの排水施設についても、各々の

施設管理者が流下能力を充分に発揮させるため適切な維持管

理を行う。

資料３：維持管理に関する役割分担

（２）均衡ある治水安全度の向上と効果的・効率的な河川整

備

県 主

体

一級河川の確実な維持管理や適

切な巡視点検

地域の河川愛護 動が円 に実施

されるための支援

市

町

主

体

準用、普通河川の確 な維持管理

や適切な巡視点検

支 河川愛護活動から発生する竹木

などの処分の支援

河川愛護活動団体の窓口

水防管理者としての堤防の監視

住

民

支

援

川さらえや除草作業など河川愛

護活動の実施

堤外民地の適正な維持管理

事 業

者等

支

援

地域の河川愛護活動への参加

要な施設のひとつであることから、ご指摘の主旨も踏まえ、

「(1)適切な河川等の維持管理」に修正します。また、本文

の記述についても、ご指摘の主旨を踏まえ誤解の生じない

よう修文します。

・資料3必要ないのでは。（｢資料｣との表現はおかしい。以下

～資料７まで同様。）（大津土木）

：各々の役割分担を明確にすることが重要であるとの認識か

ら、当該表は(案)のとおり記載します。なお、ご指摘のと

おり、「資料」を「表―」に改めます。

・主体ではないか。（防災危機管理局）

：ご指摘の通り修正します。

・県、市町、住民、事業者、防災関係機関等の役割分担につ

いて記述があるが、国の治水事業との関わりについて、記

述がなくてよいのか。県主体の基本方針とはいえ、何らか

の整理が必要と考える。（大津市，再掲）

・「個々の河川ごとに河川整備計画の検討を進め」となってい

るが、河川整備計画を策定するのではないのか。ここで述

市町が管理する準用河川・下水道（雨水）・普通河川や、農

業者が管理する農業用排水路などの各種排水施設について

も、各々の施設管理者が流下能力を充分に発揮させるため適

切な維持管理を行います。

表-1：維持管理に関する役割分担

（２）均衡ある治水安全度の向上と効果的・効率的な河川整

備等

国は管理する河川（瀬田川ほか）において、淀川水系河川

整備基本方針および同河川整備計画に基づき、計画的に河川

整備を進めます。また県は、滋賀県の河川整備方針、および

各圏域の河川整備計画（一部策定中）に基づき、計画的に河

川整備を実施します。同様に、市町においても、各地域で必

要な治水安全度を確保するため、管理する準用河川、下水道

（雨水）、普通河川の整備を進めます。農業用排水路を整備す

県 主

体

一級河川の確実な維持管理や適

切な巡視点検

地域の河川愛護活動が円滑に実

施されるための支援

市

町

主

体

準用、普通河川の確実な維持管理

や適切な巡視点検

支

援

河川愛護活動から発生する竹木

などの処分の支援

河川愛護活動団体の窓口

水防管理者としての堤防の監視

住

民

主

体

川さらえや除草作業など河川愛

護活動の実施

堤外民地の適正な維持管理

事 業

者等

主

体

地域の河川愛護活動への参加
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県は「中長期整備実施河川の検討」により、客観的な指標

を用いて事業着手河川の優先度を決定するため、506 本の県

管理一級河川をAからDの４つのランクに分けた。その結果、

35 河川を緊急に整備が必要な A ランク河川として、A ラン

クの次に整備実施が必要な 42 河川をB ランク河川として選

定した。

A ランク河川と、B ランク河川のうち事業実施中の 12 河

川を合わせた 47 河川を対象に、具体的な整備内容について

は、圏域ごとに「川づくり会議」を開催し、地域住民や学識

経験者の意見を聴き、さらに関係市町長の意見を聴いた上で、

個々の河川毎に河川整備計画の検討を進め、河川整備計画に

位置づけ責任を持って整備していく。

整備を進めるに当たっては、将来の計画規模を一気に達成

することは財政上も時間的にも制約等があり困難であること

から、当面（河川整備計画期間であるおおむね２０年間）の

目標を以下のように定めて段階的に治水安全度を向上させて

いく。

◆大河川（流域面積が 50km2 以上の河川）は戦後最大洪水

規模相当に対応する治水安全度を確保できる規模の整備を

進める。

◆中小河川は、おおむね10年確率洪水（50mm/hr相当）に

対応する治水安全度を確保できる規模の整備を進める。

べる河川整備は県のみと考えてよいのか。（大津市）

・市町の主体として、「河川管理者として効果的・効率的な河

川整備の実施」を追加（河港課）

：ご指摘の主旨を踏まえ、修正します。

・ここでは「川の中の対策」と考えられるが、この中にダム

事業は含まれるのか。また、国の事業に対する促進、連携

などの記述を検討されたい。(大津市)

：「川の中の対策」にはダム事業も含まれます。ご指摘のとお

り、流域治水の立場においても、国の河川事業の促進や連

携は重要です。あわせて、県・市町の互いの事業促進・連

携も等しく重要であることから、それらを踏まえて修文し

ます。

・506河川の表現にするべき（高島土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、「県が管理する 506 河川を」に修

正します。

・圏域単位では「淡海の川づくり会議」（河港課）

：「淡海の川づくり会議」という名称の会議は存在しておりま

せん。ご指摘の主旨を踏まえ、「圏域ごとに」を削除し、「「川

づくり会議」および「淡海の川づくり検討委員会」を開催

し」に修正します。

・｢個々の河川毎に河川整備計画を策定し、責任を持って整備

する｣でよいのでは。（大津土木）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・｢向上させていく｣→｢向上させる｣でよいのでは。（（3）｢し

ていく｣→｢する｣でよいのでは）（大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

る場合においても、県・市町は農地に求められる必要な治水

安全度を確保するため、適切な整備を行います。

これらの河川や水路の整備については、実施主体が異なる

ものの水系一貫の観点から、上下流や同種・同規模の河川・

水路との整備のバランスを図ることが重要です。そのため、

流域全体で一部の地域での整備が著しく遅れることのないよ

う、各実施主体（国・県・市町）が連携しながら着実に整備

を進めます。

参考３ 県が実施する河川整備

県は「中長期整備実施河川の検討」により、客観的な指

標を用いて事業着手河川の優先度を決定するため、県が管

理する506河川をAからDの４つのランクに分けた。そ

の結果、35 河川を緊急に整備が必要な A ランク河川とし

て、Aランクの次に整備実施が必要な42河川をBランク

河川として選定した。

A ランク河川と、B ランク河川のうち事業実施中の 12

河川を合わせた 47 河川を対象に、具体的な整備内容につ

いては、「川づくり会議」および「淡海の川づくり検討委

員会」を開催し、地域住民や学識経験者の意見を聴き、さ

らに関係市町長の意見を聴いたうえで、河川ごとに検討を

進め、河川整備計画を策定し着実に実施する。

整備を進めるにあたっては、将来の計画規模を一気に達成

することは財政的にも時間的にも制約等があり困難であ

ることから、当面（河川整備計画期間であるおおむね２０

年間）の目標を以下のように定めて段階的に治水安全度を

向上させる。

◇県内の比較的大規模な河川（流域面積が 50km2 以上の

河川）は戦後最大洪水規模相当に対応する治水安全度を

確保できる規模の整備を進める。

◇県内の比較的小規模な河川（流域面積が 50km2 未満の

河川）は、おおむね10年確率洪水（50mm/hr相当）に
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資料４：河川整備に関する役割分担

県 河川整備計画の策定

河川管理者として効果的・効率的な河川

整備の実施

河川整備に関す 普及啓発活

市 町 河川整備計画策定への参加

住民との連絡調整

住 民 河川整備計画策定への参加

河川整備に対する理解と協力

事業

者等

河川整備に対する理解と協力

（３）超過洪水を考慮した対策の実施

河川整備を行うにあたっては、超過洪水が発生した場合で

も被害を最小限に止める工夫をすることが必要である。氾濫

流の勢いを抑えるため、現存する河畔林の治水上の役割や効

果を評価し、河川管理施設としての樹林帯の保全や新たな整

備を実施していく。

また、県は「中長期整備実施河川の検討」により、河川堤

防の高さ、堤防と周辺家屋との距離、家屋数などを指標とし

て、危険度の高い河川（Ｔランク河川）・区間を選定し質的向

上を図る事業を実施する。

現在、堤防の安全性の点検評価を行い、堤防断面の確保や、

堤防天端舗装など、実施可能な強化方策を講じていくことと

している。

・（流域面積が50km2未満の河川）と追記すべき。（河港課）

：ご指摘のとおり修正します。

・一般に中小河川とは、都道府県管理の一級河川（指定区間）

および二級河川を指すことから、県内の比較的大規模な河

川、比較的小規模な河川として分類してはどうか。（河港課）

：ご指摘のとおり修正します。

・整備水準を超える洪水への対策は、河川整備の義務的責任

範囲を超えるのと解釈もあるが、必要と言い切ってよいの

か。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえて修正します。今後、気候変動等の

影響もあり、整備水準を超える洪水への配慮はますます重

要性を増すと考えています。

・｢新たな整備｣→｢整備｣でよいのでは。（大津土木）

・現存する河畔林を新たに整備すると読める。保全と整備を

分けて記述するなど、誤解のないよう修文しておくべき（河

港課）

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。

・被害を最小限に止める工夫として、河畔林の有効性は実証

されているか。その有効性とは、堤防が決壊したときなど

対応する治水安全度を確保できる規模の整備を進める。

表-2：河川整備に関する役割分担

県 河川整備計画の策定

河川管理者として効果的・効率的な河川整

備の実施

河川整備に関する普及啓発活動

市 町 河川管理者として効果的・効率的な河川整

備の実施

河川整備計画策定への参加

住民との連絡調整

住民 河川整備計画策定への参加

河川整備に対する理解と協力

事業

者等

河川整備に対する理解と協力

（３）整備水準を超える洪水を考慮した対策の実施

河川整備を進める際には、整備水準を超える洪水が発生し

た場合でも被害を最小限に抑える工夫をすることが望まれま

す。

現存する河畔林について、はん濫流の勢いを抑えるなどの

治水上の効果（水害防備林としての効果）を評価し、必要に

応じて河川管理施設としての樹林帯として指定し保全しま

す。

県は「中長期整備実施河川の検討（平成 20 年 10 月）」及

び河川整備計画に基づき、河川堤防の高さ、堤防と周辺家屋

との距離、家屋数などを指標として、危険度の高い河川（Ｔ

ランク河川）・区間を選定し、質的向上を図る事業を実施しま

す。具体的には、破堤が生じた場合に壊滅的な被害が想定さ

れ、かつ、当面の間、（下流リスクとの関係から）新たな河道

断面の拡大（築堤・拡幅・掘削等）、あるいは、掘り込み河川
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２．流域で雨水を「ためる」対策

都市施設管理者は、雨水貯留および地下浸透対策を実施す

る。農林業関係者は、森林や農地を適正に保全管理すること

により、保水機能や地下浸透機能の維持をはかる。そのこと

に堤内地を流れる氾濫流の勢いを抑え人や家屋等を守ると

いうことか。とすると、安全に「ながす」対策に含めるの

は適切ではないのではないか。（大津市）

：河畔林（樹林帯・水害防備林）には氾濫流の減勢効果は、

その効果を計画上見込むレベルには至っておりませんが、

いくつかの既往研究等で定量的に実証されてきています。

また、河川法にも樹林帯を河川管理施設として位置づけが

できることが謳われています。

また、ご指摘のとおり、河畔林の減勢効果は主として氾

濫後発揮されることから、実態に則して「とどめる」対策

に分類することも考えられます。しかしながら、これまで

の議論から、本方針の構成として、ためる・とどめる・そ

なえる対策を所管に対応させることとしていること、さら

に、樹林帯の整備は河川法に位置付けられた河川管理行為

であることから「ながす」対策に分類しています。

・危険度の高い河川・区間を選定し質的向上を図る事業とは、

次の２行の記述内容か。（大津市）

：ご指摘のとおりです。河川整備計画等の記述と整合を図り

具体的に理解できるよう修文します。

・堤防断面確保は、一般的には、「腹付けをして堤防断面を大

きくすること」と受けとられるので「堤防法尻の改良など

の堤防断面の改良」としてはどうか。（大津土木）

：堤防腹付けも対策のひとつと考えております。ご指摘のと

おり誤解を招く可能性もあることから、河川整備計画等の

記述と整合を図り修正します。

・都市施設管理者とは何者か。（大津市）

：都市計画法第11条に定める公園やグランド、道路、公共施

設等の都市施設の管理者を指しています。ご指摘の趣旨を

化など抜本的な破堤回避対策の実施が困難な区間でかつ、人

家が連担する箇所において、家屋の流失など、破堤による壊

滅的な被害を回避するため、堤防の侵食対策や浸透対策にあ

わせて堤防天端の舗装など越水にも資する対策や、水害防備

林や霞堤等の整備・保全など堤防強化以外の減災対策も必要

に応じて検討し実施します。なお、流況や堤防の形状、背後

地の利用状況等から、越水が生じる想定頻度や破堤時の被害

の大きさを勘案し、差し迫った危険性が予見される箇所から

優先的に対策を検討・実施します。

２．流域で雨水を「ためる」対策

公園やグラウンド、道路、公共施設等の管理者は、雨水貯

留および地下浸透対策を実施します。農林業関係者は、森林

や農地を適正に保全管理することにより、保水機能や地下浸
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により、流域全体での雨水貯留機能を維持向上させ、降雨の

急激な流出を緩和し河川等にかかる負荷を軽減する。（再掲）

（１）保水機能の保全

森林や田畑については、雨水を一時的に貯めたり地下浸透

させる多面的な機能を有しており、この機能が持続的に発揮

されるよう維持保全していくことが必要である。また、手入

れが行き届いていない山林からは倒木などが流木となり、被

害拡大の原因となる可能性もある。

このため、平成 16 年 4 月に施行された「琵琶湖森林づく

り条例」の基本理念のもと、森林所有者、森林組合、住民、

事業者、県はそれぞれの責務を十分果たしていく。

また、優良農地を保全整備し将来にわたって確保していくた

め、県、市町は、農業振興地域の整備に関する法律など関係

法令の的確な運用や、農業振興に必要な施策を実施するとと

もに、田畑の所有者や耕作者は、農業の営みを通した適正な

保全管理に努める。

（２）貯留機能の強化

中小河川において降雨の急激な流出を緩和するため、市町

は、下水道事業（雨水排水）との調整を図りながら、以下の

流出抑制対策を、県、事業者、県民と連携し、条例等による

規制や助成等を用いて積極的に進めていく。

また、都市計画法に基づく開発行為の許可に関して、各河

川の管理者（県、市町）は、それぞれ一定の面積以上の開発

に対する雨水排水基準や開発指導要綱を設け審査指導してい

る。県や市町は、開発地域からの適正な雨水流出を図るため、

基準を適用する開発面積の引き下げなど、適宜排水基準等の

見直しなどを行っていく。

◇雨水貯留対策（公園、グランド、ため池、調整池等を活用

した貯留、各家庭や公共施設での雨水タンク貯留など）

踏まえ修正します。

・事業者とはどのような者をいうのか。また、それぞれの責

務とはどのような内容か（大津市）

：ここでは企業等のことを指します。また、森林の多面的機

能を持続的に発揮させるため、各々の責務について「琵琶

湖森林づくり条例」の第4条～第8条に具体的に表記され

ております。責務を果たすとの表現では十分に意図が伝わ

らないことから修正します。

・「中小河川」と定義は同じでよいのか。P10は一級河川の中

小河川、P11上記も含んだ普通河川とならないか。（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ、用語の定義にあわせ、ここでは「中

小河川」とは言わず、普通河川も含めた「河川・水路等」

と表現とします。

・何を進めていくのかが判りにくい。下水道事業との調整と

はどのような調整か、下水道事業(雨水排水)とは何なのか。

（大津市）

・市町は県民とは言わない（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえに修正します。また、下水道事業と

の調整とは、雨水排水事業の進捗との整合を図りながら流

透機能の維持を図ります。そのことにより、流域全体での雨

水貯留機能を維持向上させ、降雨の急激な流出を緩和し河川

や水路にかかる負荷を軽減します。

（１）森林や水田の洪水緩和機能等の保全

森林や田畑については、雨水を一時的に貯めたり地下浸透

させる多面的な機能を有しており、この機能が持続的に発揮

されるよう維持保全していくことが必要です。また、手入れ

が行き届いていない山林の倒木などが流木となり、被害拡大

の原因となる場合もあります。

森林の洪水緩和機能の維持や流木による洪水被害の拡大予

防のため、「琵琶湖森林づくり条例」（平成 16 年 4 月）の基

本理念のもと、県は、森林所有者、森林組合、住民、事業者

と協働して森林の多面的な機能の保全に努めます。

また、優良農地を保全整備し将来にわたって確保していく

ため、県および市町は、農業振興地域の整備に関する法律な

ど関係法令の的確な運用や、農業振興に必要な施策を実施す

るとともに、田畑の所有者や耕作者は、農業の営みを通した

適正な保全管理に努めます。

（２）貯留機能の強化

河川・水路等への降雨の急激な流出を緩和するため、市町

は、下水道（雨水）事業との調整を図りながら、県、事業者

および住民と連携し、条例等による規制や助成等を活用し、

以下に示す流出抑制対策を積極的に進めます。

◇雨水貯留対策（公園、グラウンド、ため池、調整池等を活

用した貯留、各家庭や公共施設での雨水タンクによる貯留

など）

◇地下浸透対策（道路における透水性舗装や浸透側溝、各家

庭や公共施設における浸透ますの設置など）

また、都市計画法等に基づく開発行為の許可に関して、各

河川の管理者（県および市町）は、開発に対する雨水排水基
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◇地下浸透対策（道路における透水性舗装や浸透側溝、各家

庭や公共施設における浸透枡の設置など）

資料５：貯留機能の強化に関する役割分担

県 主

体

管理施設における貯留機能の強化

１級河川に関係する開発地におけ

る雨水排水処理の指導

市

町

主

体

管理施設における貯留機能の強化

普通河川等に関係する開発地にお

ける雨水排水処理の指導

支

援

家庭における対策の普及支援

住

民

主

体

家庭における貯留機能の強化

事業

者等

主

体

管理施設における貯留機能の強化

３．はん濫を一定の地域に「とどめる」対策

「地先の安全度」を活用し、流域・氾濫原での改変行為(連

続盛土構造物の設置・撤去等)の影響を調査し、必要に応じて

氾濫原減災対策を講じる。また、家屋流失や水没が想定され

る箇所や、床上浸水の頻発が想定される箇所では、新たな条

例の制定等により、土地利用・建築の規制を行い、人的被害

や深刻な資産被害を回避・軽減する。（再掲）

域の貯留機能の強化を図ることを意図しています。

・宅地造成等規制法もあるので「都市計画法等」とすべき、

また、一定の面積以上について指導しているのではない。

(河港課)

・「適宜開発行為に関する技術基準等の見直しを行っていく」

に修正。(住宅課)

：ご指摘の主旨を踏まえ修正します。

・ピークカットはどのように行うのか。（高島土木）

：洪水時に一時的に雨水を貯留し、河川・水路への流入量を

減らします。当該施設がピークカットを行えるかどうかは、

着目する基準点や降雨パターンにより変わりますが、何れ

の降雨パターンにおいても一時的に流出量を下げる（ある

いは流出を遅らせる）効果を有します。

・表中「貯留機能の強化」とあるがどのようなことを考えて

いるのか、貯留施設の設置、整備ではないのか。（大津市）

：ご指摘に基づき「貯留施設の設置および維持管理」に修正

します。

・影響の調査、減災対策は誰が行なうのか。実施主体を明確

に。（大津市）

：原則として、（必要な情報及び技術を有するため）影響の定

量的な調査については県が行い、人命・財産の保護の観点

から、必要に応じて県から事業主体（原因者）に最小限必

要な緩和策を求めることを考えています。ご指摘のとおり、

実施主体を明確にするため、主語を追記します。

準や開発指導要綱を設け、流下能力が不足する場合など必要

に応じて流出抑制施設の設置を指導します。

県および市町は、開発区域からの適正な雨水流出を図るため、

適宜、開発行為に関する技術基準等の見直しを行います。

表―３：貯留機能の強化に関する役割分担

県 主

体

管理施設における貯留設置および

維持管理

１級河川に関係する開発地におけ

る雨水排水処理の指導

市

町

主

体

管理施設における貯留施設の設置

および維持管理

普通河川等に関係する開発地にお

ける雨水排水処理の指導

支

援

家庭における対策の普及支援

住

民

主

体

家庭における貯留施設の設置およ

び維持管理

事業

者等

主

体

管理施設における貯留施設の設置

および維持管理

３．はん濫を一定の地域に「とどめる」対策

県は、「地先の安全度」に関する情報を活用し、流域・はん

濫原での改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響

を調査します。また、県は調査結果に基づき、一部の地域の

水害リスクが著しく高まる場合など、必要に応じて改変行為

を行うもの（原因者）に対してはん濫原減災対策の実施など

適切な対応を求めます。

また、家屋が立地した場合に、家屋流失や水没が想定され

る箇所や、床上浸水の頻発が想定される箇所では、新たな条

例を制定等により土地利用・建築の規制を行い、人的被害や

深刻な資産被害を回避・軽減します。ただし、これらの規制
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（１）二線堤などの既存施設の機能維持等

県は、流域に残っている二線堤や輪中堤、霞堤について、

治水上の役割や効果等を再評価し、現状の土地利用と整合を

図りながら、機能の復元・維持や新たな整備を行う。

なお、遊水機能を有する霞堤の機能の復元・維持や新たな

整備を進めるに当たっては、本堤との間の土地の河川区域指

定を検討する。

（２）道路など連続盛土構造物の有効活用

河川と平行して存在する道路や鉄道などの連続盛土構造物

の上流側では、被害が助長され、下流側では、軽減される。

そのため県は、地域の土地利用を踏まえて地先の安全度を維

持向上させるため、それぞれの管理者と連携しながら二線堤、

もしくは避溢橋による対策を行うこととする。

（３）安全な土地利用や住まい方の誘導

１）安全な土地利用に関すること

都市計画やまちづくり計画については、住宅供給、交通計

画、都市景観、防災防犯など多くの要素を考慮して決定され

ているが、今後は河川整備の進捗や浸水予想の情報もできる

・「新たな整備」とあるが、土地買収等が出てきて無理ではな

いか。（大津市）

：当該遊水機能が河川整備の計画洪水の処理に資する場合に

は、地域合意を前提として、河川事業の射程で実現可能で

す。

・記載内容は、地域の土地利用を踏まえた二線堤と避溢橋の

対策であり、連続盛土構造物というタイトルでは、二線堤

と解釈されるため、「道路など連続構造物の有効活用」に修

正する必要がある。（琵琶湖河川事務所）

・「河川と平行して存在する道路や鉄道などの盛土構造物の上

流側」とは、すなわち河川の上流側と読めてしまうが、適

切ではないのではないか。（大津市）

：ご指摘の主旨を踏まえ、誤解を招く表現を修正します。

・河川区域外において、一方の土地の安全度を確保するため

に他方の民有地（たとえ水田等の耕作地であっても）の水

害リスクを増加させることは、行政としてあるまじき（不

可能な）行為であることから、誤解を受ける恐れがあるの

では。（大津土木）

：ご指摘の主旨を踏まえ、誤解を招く表現を修正します。

・「住まい方」という言葉は一般的な言い方か（大津市）

：社会資本整備審議会の審議資料（“被害にあいにくい住まい

方等に転換”）や、琵琶湖湖南流域水害に強い地域づくり協

議会からの提言（「水害につよい土地利用や住まい方に向け

ての浸水マップを用いた効果的な取り組みについて（提

にあたっては、新たなまちづくりや歴史的に形成された景観

の保全への取り組みを阻害しないよう最大限配慮します。

（１）既存の氾濫流制御施設の機能復元・維持等

県は、流域に残る二線堤、輪中堤および霞堤について、治

水上の役割や効果等を再評価し、現状の土地利用と整合を図

りながら、機能の復元・維持や新たな整備を行います。

なお、遊水機能を有する霞堤の機能の復元・維持や新たな

整備を進める際、河川整備の計画洪水の処理に資する場合、

本堤との間の土地を河川区域に指定することも検討します。

（２）連続盛土構造物によるリスク転嫁の回避・軽減、また

は連続盛土構造物の有効活用

流域・はん濫原を横断する道路・鉄道などの連続盛土構造

物を設置する場合、当該施設がはん濫流をせき止める効果を

発揮し、はん濫流の上流側では被害を助長する一方で下流側

では被害を軽減する場合があります。

そのため、県は、連続構造物の設置によって一部の地域に

過度にリスク転嫁がされないよう事業者に対して連続盛土の

一部に暗渠を設置したり避溢橋構造としたりするなど必要な

対策を求めます。

また、地域の土地利用によっては、連続盛土構造物の設置

により全体として被害が軽減される場合もあることから、地

域合意が得られる場合には、県は、事業者と連携し、はん濫

流制御施設として当該施設の有効活用を図ります。

（３）安全な土地利用や住まい方の誘導

１）安全な土地利用に関すること

都市計画やまちづくり計画については、住宅供給や交通計

画、都市景観、防災防犯など多くの要素を考慮して決定され

ていますが、今後は河川整備の進捗や浸水予想の情報もでき
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だけ反映した、水害に備えた計画となるよう見直しを進めて

いく必要がある。

そのため県は、床上浸水の頻発が想定される箇所※3 にお

いては、新たに市街化区域へ編入することを原則禁止する。

その実効性を高めるため、開発許可と連動させていく。

また、国と調整を図りながら国土利用計画や土地利用基本

計画等の見直しにおいて、減災の視点を加えた土地利用の基

本的な方向性を示すとともに、統一的な指針（ガイドライン）

を定めていく。

市町は、県の条例や国土利用計画等に基づき、順次市町国

土利用計画等の見直しを進めていく。

言）」）など、県内外で広く用いられている単語であること

から、一般的な言い方であると認識しています。

・「そなえる」対策に記載すべき内容である。（琵琶湖河川事

務所）

・（３）は、氾濫を一定の地域に「とどめる」対策ではなく氾

濫地域をさけるといった内容であり、（１）（２）（３）と一

緒にするのは不適切と考えられる。（大津市）

：これまでの議論を踏まえて、水害を考慮したまちづくりに

係る施策という視点で整理していることから、「土地利用・

建築の規制・誘導」は「とどめる対策」として記載してい

ます。

・「県は、床上浸水の頻発が想定される箇所においては、新た

に市街化区域へ編入することを原則禁止する。その実効性

を高めるため、開発許可と連動させていく。」について、土

地区画整理事業による宅地の開発は開発許可の対象となら

ないが、これに対する規制はどのように扱うのか。また、

宅地造成以外の開発については、どのように扱うのか。

：ご指摘のとおり、開発許可の対象となりませんが、事業認

可申請があった場合、担当課において、本基本方針に基づ

き審査・指導もしくは、当室との協議をお願いします。ま

た、宅地以外の被害は河川整備等により被害を回避・軽減

していくものであり、氾濫原減災対策で保護する対象とは

しておりません。詳細については、具体化していく過程で

別途協議します。

・開発許可と連動させていく中で「土地利用に関する指導要

綱」に基づき事前協議を行う場合は、その枠組みについて

あらかじめ協議されたい。（県民生活課）

：ご意見に基づき協議します。

るだけ反映し、水害にも備えた計画となるよう見直しを進め

ていく必要があります。

そのため県は、床上浸水の頻発が想定される箇所※3 にお

いては、新たに市街化区域へ編入することを原則禁止するこ

ととします。あわせて、被害回避に係る技術基準を設けるこ

となどにより、都市計画法の開発許可制度を連動させ、水害

に対して最低限の安全性を確保した開発を促進します。

また、流域治水対策などの減災の考え方が組み入れられた

国土利用計画および土地利用基本計画に基づき安全で安心で

きる県土利用を進めます。

市町は、県の条例や国土利用計画等に基づき、順次市町国

土利用計画等の見直しを進めます。
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・「国土利用計画や土地利用基本計画等の見直しにおいて、減

災の視点を加えた土地利用の基本的な方向性を示すととも

に、統一的な指針（ガイドライン）を定めていく。」につい

て、本年3月に改訂した国土利用計画および現在改訂中の

土地利用基本計画において減災の視点は既に盛り込まれて

いるため、表現を訂正していただきたい。（県民生活課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・統一的な指針（ガイドライン）を定めていくと記載されて

いるが、今後、条例を制定されるのであれば、指針は不要

でないか。（県民生活課）

：ご指摘のとおり修正します。

・「市街化区域へ編入することを原則禁止する。市町は、県の

条例や国土利用計画等に基づき、順次市町国土利用計画等

の見直しを進めていく。」とあるが、この条例により、市町

の計画が制約を受け、独自の政策ができなくなるのは好ま

しくない。（草津市）

：この条例は市町のまちづくりに、過度に制約を課すもので

はありません。県は、都市計画を決定する責務を有するこ

とから、今回、水害リスクに関する情報が広範に得られた

ことを契機に、都市計画法第7条・同施行令第8条の主旨

に則り、最低限必要な安全を確保したうえで市町が独自の

まちづくりを進めることを求めるものです。

・市町が各種事業や土地利用計画を策定する場合において、

放流先である河川整備の遅れが市町の実施計画策定する場

合においての足かせとならないような計画にすべきか、あ

るいは特例で策定できるのか検討しておく必要があると考

える。（草津市）

：住民の生命・身体の自由の保護および財産の保護に関する

事案であるため、安易に特例で処理できるものではありま
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２）住まい方の工夫に関すること

県は、家屋流失や水没が想定される箇所※4 については、

人的被害を回避するため住居の用に供する建築物および公的

施設（病院、学校、官公庁等）の建築を原則禁止し、人的被

害を回避するために必要な対策が講じられたと認められる場

せん。県が進める河川整備については少なくとも 10 年確

率の治水安全度の確保を目指し、できる限り効果的・効率

的に事業進捗を図ることとしていますので、事業進捗にあ

たっては市町のご協力もお願いしたいと考えております。

但し、河川や水路の整備が遅れている場合や、内水が要因

となって浸水している箇所において、盛土などの面的な対

応により、必要な土地の安全性が確保されることも期待さ

れます。それらの対応がなされる場合においては、市街化

区域への編入を制限するものではありません。

・「開発許可と連動させていく。」について、市街化調整区域

であれば、原則開発許可はできない。市街化区域であって

も開発を抑制するという意味か。（大津市）

・｢その実効性を高めるため、開発許可（制度）と連動させて

いく｣について、文意不明。（大津土木）

：開発許可においても、技術基準などを設けることにより、

安全性を確保した開発を図っていくことを意図していま

す。ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・市街化調整区域への適用を明確にするため、ここでは「原

則禁止する。併せて都市計画法の開発許可制度を連動させ

ることによって開発を禁止・抑制していく。」に修正しては

どうか。（住宅課）

：市街化区域において開発を抑制することはありませんが、

災害防止の措置として開発許可に関する技術基準を満足す

るよう指導を行うこととします。

・趣旨は理解するが、区域の指定や許可基準等は滋賀県とし

て明確な根拠を示し、土地利用実態を踏まえた合理的な内

容としてほしい。また土石流、がけ崩れ等の地盤災害発生

が予測される場所についての考え方はどうか。（大津市）

２）住まい方の工夫に関すること

県は、家屋流失や水没が想定される箇所※4 については、

人的被害を回避するため住居の用に供する建築物および公的

施設（病院、学校、官公庁等）の建築を原則禁止し、人的被

害を回避するために必要な対策が講じられたと認められる場
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合に建築を許可する。その実効性を高めるため、既存建築の

建て替え・改築については助成等を行う。

県は、耐水建築のガイドラインを策定するとともに、市町

と協力して水害に備えた住まい方となるよう指導や普及啓発

を行う。

住民や事業者等は、地域における水害履歴や「地先の安全

度」によって水害への意識を高め、危険な場所への建築を回

避したり、敷地を高くするなど、水害に備えた住まい方の工

夫を取り入れていく。

※3 0.5ｍ以上の浸水が 10 年に一回以上の頻度で

発生することが想定される箇所

※4 2．5ｍ３／s２以上の流体力および3m以上の

浸水が200年に1回以上の頻度で発生することが想

定される箇所

：区域の指定や許可基準等については、県として流域治水基

本条例（仮称）に合わせて具体的に示すこととなります。

ご指摘のとおり、土地利用実態を十分に踏まえ、県民・市

町民の過度な負担とならないよう、そこで暮らす県民・市

町民の生命を守るため必要最低限の基準を極限まで追求し

ます。ご指摘の趣旨を踏まえ、学識者部会提言の一部を引

用し追記します。また、土石流、がけ崩れ等につきまして

は、同様の主旨から、土砂災害防止法に基づき土砂災害警

戒区域を指定しています。ただし、発生確率等の予見精度

に差異があることから、必ずしも同様の態様での規制にな

るとは限りません。

・住民や事業者等が住まい方の工夫ができるように、ガイド

ラインの策定や指導・普及啓発を行うのではないか。（河港

課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・市域における開発許可権限は、権限委譲により各市町とな

っている。よって、県下全域において流域治水基本方針を

適用するには、各市の開発許可部局との調整が必要。（住宅

課）

：基本方針では、その方向性・理念を示すものであり、具体

的内容等につきましては個別に調整します。

・建築・土地利用制限にかかる施策に関しても広域的な治水

対策の一環であるところから、滋賀県が主体的に実施する

ことを明記していただきたい。（大津市）

：ご指摘のとおり、基礎自治体の範囲を超える広域的な水害

リスクを基礎情報とした施策であることから、滋賀県が主

体となるべきと考えております。現行法制度で定められる

権限および地方分権の主旨などを踏まえつつ、可能な限り

その方向で県条例を制定し、それに基づき実施していきま

合に建築を許可します。その実効性を高めるため、県は、既

存建築の建て替えや改築については助成等を行います。

住民や事業者等が、規制区域以外の比較的リスクの高い場

所においても、地域の水害履歴や「地先の安全度」に関する

情報を参考に、建築物の建築の回避や敷地の嵩上げなどの住

まい方の工夫ができるよう、県は耐水建築のガイドラインを

策定するとともに、市町と協働して指導や普及啓発を行いま

す。

※3 0.5ｍ以上の浸水が 10 年に一回以上の頻度で

発生することが想定される箇所

※4 2．5ｍ３／s２以上の流体力および3m以上の

浸水が200年に1回以上の頻度で発生することが想

定される箇所
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資料６：安全な土地利用や住まい方の誘導に関する役割分担

県

・

市

町

主

体

床上浸水の頻発が想定される箇所

については、都市計画法７条に基

づき市街化区域に含まない

家屋流失や水没が想定される箇所

については、建築基準法第39条に

基づく災害危険区域の指定を行

い、建築規制を行う

支

援

安全な住まい方のための基礎地盤

の嵩上げや、耐水化建築に必要な

費用の一部を助成する

す。

・建て替え・改築については助成等を行うのは県とわかるよ

うに記述して欲しい。（草津市）

：ご指摘のとおり修正します。

・｢その実効性を高めるため、既存建築の建て替え・改築につ

いては助成等を行う｣について、具体的には資料6の支援を

想定しているものと思われるが、その制度の現実性につい

て、十分に検討した後に記載すべき。（大津土木）

：本基本方針の策定の過程において、十分に検討を行います。

助成等について実現可能性がないと判断された場合には、

改めて規制の態様を再検討します。

・今後、県条例を策定されるにあたっては、許可基準に影響

する可能性が大であるため、事前に市の開発、建築担当部

局に情報を開示、提供いただき、十分な調整を図られるよ

う要望します。（守山市）

：ご意見のとおり、事前に必要な全ての情報を開示し、十分

な調整を図ります。

・「都市計画法7条・・市街化区域に含まない」は・・まない

でよいのか。（大津市）

：ご指摘のとおり、表現が不適切でした。「新たに市街化区域

に含めない。」に、修正します。

表―４：安全な土地利用や住まい方の誘導に関する役割分担

県

・

市

町

主

体

床上浸水の頻発が想定される箇所

については、都市計画法７条に基

づき新たに市街化区域に含めない

家屋流失や水没が想定される箇所

については、建築基準法第39条に

基づく災害危険区域の指定を行

い、建築規制を行う

支

援

安全な住まい方のための基礎地盤

の嵩上げや、耐水化建築に必要な

費用の一部を助成する
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住 民

事業者

等

主

体

危険な場所への建築を回避した

り、敷地を高くするなど、水害に

備えた住まい方の工夫を行う

４．水害に「そなえる」対策

「地先の安全度」を公表し、県民と水害リスクについて正

しく認識を共有することが重要である。その上で、洪水にそ

なえ、地域の実情を踏まえた避難ルールの策定など、自助・

共助・公助を組み合わせた水害に強い地域づくりを進める。

（再掲）

（１）水害に対する危機意識の向上（知恵を広める）

１）新しい情報を活用する

県は水防法に基づく主要な河川の浸水想定区域図の公表に

加え、身近な中小河川も含めた地域全体としての「地先の安

全度」を開示し、さまざまな手段を用いて、すべての県民と

共有する。これらと併せ、河川の情報（流下能力や堤防点検

結果等）や水害履歴など、総合的な「はん濫原情報」を積極

的に発信していくとともに、これらの情報については、河川

整備や下水道（雨水排水）整備の進捗や、はん濫解析技術な

どの進歩に応じて適時適切に更新していく。

市町は、県が作成公表する「地先の安全度」を参考情報と

して洪水ハザードマップへの併記を進める。

なお、県はハザードマップの作成や更新作業が円滑に進む

よう、市町に対し技術的、財政的支援を行う。

また、ハザードマップを有効に活用していくため、以下の

取り組みを進める。

①市町は、ハザードマップが身近なものとなるよう、出来る

だけ住民協働で作成するとともに、他の災害を含めた複合

・漠然とした“危機管理”という表現を控え、「水害に対する

意識の向上」等とするべき。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・実施主体を明確に。

・県民という言葉でよいのか。

・自助、共助、公助を組み合わせるとはどのようなことか。

（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・中小河川（県管理河川）だけではなく、国管理河川や主要

な水路等についても考慮しているのではないか。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・総合的な氾濫原情報の意味が不明。わざわざ用いる必要は

ない。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・河川整備や下水道（雨水排水）整備で河川整備の範囲は県

の整備ということか。（大津市）

：できる限り事業主体の区別なく各治水施設の整備状況を反

映し、県民・市民のみなさんに役立つ情報としたいと考え

ております。これらを意図が伝わるよう修文します。

・「『地先の安全度』を参考情報として」とあるが、地先の安

全度情報の活用は、今般の治水に関する検討のなかで、県

住 民

事業者

等

主

体

危険な場所への建築を回避した

り、敷地を高くするなど、水害に

備えた住まい方の工夫を行う

４．水害に「そなえる」対策

県は、「地先の安全度」に関する情報を広く公表し、国・市

町等の関係機関と協働して積極的に普及を行い、流域で暮ら

す住民と水害リスクに関する認識の共有を図ります。その上

で、関係機関・住民と協働し、地域の実情を踏まえたきめ細

やかな避難計画の検討を行うなど、より着実な水害対応の実

現を図ります。

（１）水害に対する意識の向上（知恵を広める）

１）新しい情報を活用する

県は、水防法に基づく主要な河川の浸水想定区域図の公表

に加え、身近な河川・水路等からの氾濫をも考慮した「地先

の安全度」に関する情報を広く整備・開示し、さまざまな手

段を用いて、すべての住民との共有を進めます。これらの情

報については、河川・水路等の治水施設の整備の進捗やはん

濫解析技術などの進歩に応じて適時適切に更新していきま

す。さらに県は、これらとあわせ、雨量・水位（予測値も含

む）や、河川の流下能力、堤防点検結果等などを水害対策に

有効なさまざまな情報を積極的に発信していきます。

市町は、従前の浸水想定区域図に加え、県が新たに作成公

表する「地先の安全度」に関する情報についても、洪水ハザ

ードマップ等の基礎情報として活用を進めます。なお、県は

ハザードマップの作成や更新作業が円滑に進むよう、市町に

対し継続的に技術的、財政的支援を行います。

また、洪水ハザードマップをより有効に活用していくため、

以下の取り組みを行います。
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的なマップづくりを進める。

②各地域において日常生活の中で水害の危険性を実感し、住

まい方の工夫などの水害対策や避難対策を自主的に進めて

いけるよう、国、県、市町は、想定される浸水深や避難場

所などの情報看板を街中に設置する「まるごとまちごとハ

ザードマップ」などを住民協働で進めていく。

③県民や事業者等は協働して、地域独自の避難判断の目安や

避難体制などを記載した地区別避難計画づくりを進めるも

のとし、国、県、市町は各地域での具体的な計画づくりが

円滑に進むよう、技術的な支援を行っていく。

住民や事業者等は、行政からの情報を１人でも多くの住民

が知ることが出来るよう、様々な機会を利用して以下の取組

を進めるものとし、県、市町は地域の取り組みが活発に継続

出来るよう支援していく。

◇住民自らが勉強し、地域での水害への備えに役立つ知識や

として重要な情報と位置づけているように考えられるが、

参考情報で周知する程度であれば、「地先の安全度」に基づ

いて様々な治水活動を行うことは、行政として難しいので

はないか。（大津市）

：洪水ハザードマップは水防法に基づき指定河川の浸水想定

区域図を基図として作成されるものであるため、法的には

参考情報の扱いにならざるを得ません。但し、ご指摘のと

おり、「地先の安全度」は流域治水政策の基礎情報ですので

修正します。

・ハザードマップや地先の安全度は住宅開発や道路整備など

地形の変化または、雨水幹線の整備等に併せて更新するの

ですか。（守山市）

：地先の安全度につきましては、河川・水路等の治水施設の

整備の進捗や、宅地開発や道路整備などの地形の変化をで

きるだけ速やかに反映するため、５年程度毎に更新する予

定です。なお現在、洪水ハザードマップに基礎情報として

活用されている浸水想定区域図は、洪水調整施設、放水路

の供用や堤防整備等河川整備の進捗や土地利用の大規模な

変更、大規模構造物の建設、地形の大規模な改変等により、

浸水想定区域の大幅な変更が見込まれる場合に変更するこ

ととなっています。

・住民会議の提言などで住民の主体的な活動が述べられてい

るが、かならずしも県民全体として担保されているもので

はない。その他の箇所についても同様。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・県民と住民の使い分け。また、事業者と企業もどのような

意味で使われているのか。（大津市）

：ご指摘の主旨を踏まえ、住民および事業者に統一します。

①市町は、ハザードマップが身近なものとなるよう、出来る

だけ住民協働で作成するとともに、他の災害を含めた複合

的なマップづくりを進める。

②国、県および市町は、各地域において日常生活の中で水害

の危険性を実感し、住まい方の工夫などの水害対策や避難

対策を自主的に進めていけるよう想定される浸水深や避難

所などの情報看板を街中に設置する「まるごとまちごとハ

ザードマップ」などを住民協働で進める。

③住民および事業者等は、協働して地域独自の避難判断の目

安や避難体制などを記載した地区別避難計画づくりを進め

るものとし、国、県および市町は各地域での具体的な計画

づくりが円滑に進むよう、技術的な支援を行う。

国・県・市町は、１人でも多くの住民が水害に備える知識

を知るために、住民自らや事業者等が行う以下の取り組みを

促進し積極的に支援していきます。

◇住民自らが勉強し、地域での水害への備えに役立つ知識や

情報を得る努力をする。
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情報を得る努力をする。

◇地域単位の避難マップの作成や図上訓練を実施する。

◇子供たちや若い世代、新たに地域に入ってくる人々に、水

害の危険性や水害に備える知恵を伝える工夫をする。

◇川沿いを歩いて川の状況を日常的に把握したり、川に関す

る各種活動を実施するなど、住民の川への関心を引き戻す

努力を行う。

２）先人の知恵から学ぶ

県は、市町の協力のもと、水害体験者の記憶や記録が風化

しないよう、聞き取り調査や水害履歴の把握に努め、水害情

報として広く発信する。

住民や事業者等は、水害の備えに役立つ地域情報や知恵（体

験者の経験、水害履歴など）を冊子や看板など形に残し、地

域に根付くよう取り組む。

（２）自ら備え、判断し、行動する人々の育成（人を育てる）

県、市町は、地域（自治会等）ごとの水害リスクが低減す

るよう、出前講座、水害版図上訓練、避難訓練、学校や生涯

学習の場を通じた防災教育などの取組を繰り返し実施してい

く。

県は、研修会を開催するなどにより、指導者や地域の防災

活動の中心となるリーダー等を養成するとともに、リーダー

等が防災活動に専念できるよう企業等へ協力要請などを行

・協力と協働とは意味が同じではないか。どちらかに統一す

べき。（河港課）

：ご指摘を踏まえ修正します。

・記録は風化するのか。また、聞き取り調査により水害履歴

を把握するのではないか。日本語が不適切。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・広く発信する。の後に「また、旧来からの川と人との関わ

りについて再考し、親しみや楽しみのある川を取り戻すこ

とによって、自分たちの川であるという当事者意識を高め、

河川と住民との関わりを深めることで、洪水に備える意識

を取り戻す。」を追記してはどうか。（防災危機管理局）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・｢出前講座｣について、一般用語ではない。（大津土木）

：各省庁、都道府県においても、「出前講座」という表現を多

用しており、今日においては「出前講座」もかなりの程度

一般化されていると認識しています。他に適切な用語があ

ればご教示ください。

◇地域単位の避難マップの作成や図上訓練を実施する。

◇子供たちや若い世代、新たに地域に入ってくる人々に、水

害の危険性や水害に備える知恵を伝える工夫をする。

◇川沿いを歩いて川の状況を日常的に把握したり、川に関す

る各種活動を実施するなど、住民の川への関心を引き戻す

努力を行う。

２）先人の知恵から学ぶ

滋賀県は、関係市町と協働し、地域の水害経験や水害に備

える智恵が将来にわたり伝承されるよう、水害経験者からの

聞き取り調査を行い記録に留めるとともにできる限り広く発

信します。

また、住民・事業者等が行う親しみや楽しみのある川を取

り戻す取り組みは、住民が主体的に川と人との関わりを再考

し、当事者意識を高め洪水に備える意識を取り戻すきっかけ

となることから、県は市町と協働し、これらの取り組みに参

画し有用な情報を提供するなど積極的な支援を行います。

滋賀県は関係市町と協働し、住民や事業者等が水害の備え

に役立つ地域情報や知恵（体験者の経験、水害履歴など）を

根付かせる取り組み（冊子や看板など形に残すなど）を進め

らるよう、有用な情報を提供するなど積極的に支援します。

（２）自ら備え、判断し、行動する人々の育成（人を育てる）

滋賀県は関係市町と協働して、水害に対する地域防災力が

高まるよう、以下の取り組みを進めます。

◇出前講座、水害版図上訓練、避難訓練、学校や生涯学習の

場を通じた防災教育などを継続的に実施する。

◇研修会を開催するなどにより、指導者や地域の防災活動の

中心となるリーダー等を養成するとともに、リーダー等が

防災活動に専念できるよう事業者等へ協力要請などを行
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う。

市町は、訓練等を通じて消防団員等の水防技術の向上に努

めるとともに、防災ボランティア等地域で水防活動等に協力

できる人材の育成や社会教育活動との連携の強化など、県や

防災機関と連携して水害等に対する意識を高める取組を進め

る。

住民、事業者等は、水害は必ず起こるという自覚を持ち、

普段から水害に備える人を育てるため、以下の活動を実施し

ていくものとし、県、市町は各種の情報提供や指導者の派遣

などにより、地域の活動を支援していく。

◇夜間や雨天時での訓練や、流水のある水路を歩くなど、実

際の避難状況がイメージしやすい訓練を実施する。

◇携帯電話・ラジオ・杖・ロープ・懐中電灯など、避難行動

に必要な道具を揃え、使い方を学習しておく。

◇環境保全活動や祭りなどの地域行事と一緒に、水防訓練や

水害に関する勉強会を楽しく実施するなど、多くの人が参

加しやすい工夫をする。

◇防災活動の担い手を増やすため、自治会に属していない人

に対して、地域での様々な防災活動への参加を促す。

◇地域に水害が発生する危険性が高まっている場合は、防災

活動の担い手は地域に留まり警戒活動等に従事できるよう

努める。

（３）各地域間・各種団体間相互の協力体制の構築やネット

ワーク化（仲間をつくる）

県、市町は、組織間で応援協定を結ぶなど、組織同士の連携

が行われるよう働きかけるとともに、各組織が交流できる場

を提供する。

市町は、国より示された「災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン」や、県が作成した「災害時要援護者の避難支援対策

マニュアル」を参考に、災害時要援護者対策の取組方針を明

らかにした「避難支援プラン（全体計画）」を策定するととも

・｢水害は必ず起こるという自覚｣について、｢必ず｣と｢自覚｣

の使用はおかしいと思う。（大津土木）

：ご指摘の主旨を踏まえ、「覚悟」に修正します。また、滋賀

県流域治水検討委員会（住民会議）の提言においては、「水

害は必ず起こるという覚悟」と表現されています。

う。

◇訓練等を通じて消防団員等の水防技術 の向上に努める。

◇防災ボランティアなど地域で災害時等に自ら行動できる人

材を育成する。

◇社会教育活動との連携の強化など、関係機関と連携して水

害等に対する意識を高める取組を進める。

住民および事業者等は、水害は必ず起こるという覚悟を持

ち、普段から水害に備える人を育てるため、以下の活動を実

施していくものとし、県および市町は、各種の情報提供や指

導者の派遣などにより、地域の活動を支援します。

◇夜間や雨天時での訓練や、流水のある水路を歩くなど、実

際の避難状況がイメージしやすい訓練を実施する。

◇携帯電話・ラジオ・杖・ロープ・懐中電灯など、避難行動

に必要な道具を揃え、使い方を学習しておく。

◇環境保全活動や祭りなどの地域行事と一緒に、水防訓練や

水害に関する勉強会を楽しく実施するなど、多くの人が参

加しやすい工夫をする。

◇防災活動の担い手を増やすため、自治会に属していない人

に対して、地域での様々な防災活動への参加を促す。

◇地域に水害が発生する危険性が高まっている場合は、防災

活動の担い手は地域に留まり警戒活動等に従事できるよう

努める。

（３）各地域間・各種団体間相互の協力体制の構築やネット

ワーク化（仲間をつくる）

滋賀県は関係市町と協働して、各組織間で応援協定が結ば

れるなど、組織同士の連携が図れるよう働きかけるとともに、

各組織が交流できる場を提供します。

市町は、国より示された「災害時要援護者の避難支援ガイ

ドライン」や、県が作成した「災害時要援護者の避難支援対

策マニュアル」を参考に、災害時要援護者対策の取組方針を

明らかにした「避難支援プラン（全体計画）」を策定するとと
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に、要援護者一人ひとりの支援者と避難方法を定めた「避難

支援プラン（個別計画）」の策定を、住民や福祉関係機関と連

携して積極的に進めていく。

住民、事業者等は、地域外や異なる目的を持つ団体との協力

体制を整備し、大災害時でも地域を守れるよう、以下の活動

を実施していく。

◇水防活動の応援や、避難所の利用、物資の支援などの連携

体制を整え、あらかじめ訓練などを一緒に実施しておく。

◇流域間、上下流、左右岸での組織間の協力体制を取り決め

ておく。

◇先進地域のリーダーを招いて話を聞くなど、組織間で交流

し、学び合い、活動を高め合うよう努める。

（４）水害に強い体制の整備（組織をつくる）

１）避難勧告基準などの明確化

市町は、国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」や、県が作成した「洪水等避難計画作成支援マ

ニュアル」を参考に、避難勧告等の発令のタイミングや対象

区域に関して雨量や河川の水位などの具体的な判断基準を設

定するものとし、国や県は市町に対して技術的な支援を行う。

住民や事業者等は、堤外に避難判断基準となるわかりやす

い目印を設置するなどにより河川の水位を測る工夫を行い、

地域自らが水防活動や自主避難の開始判断を行う水位を設定

するよう努めるものとし、県や市町は地域に対し助言指導す

る。

・この項目は組織をつくるだけでないので（組織をつくる）

を削除。（防災危機管理局）

・(4)のタイトルについては、（ ）書きで「組織をつくる」

となっているが、内容が避難のこと中心であり、（ ）書き

の内容（組織をつくる）となじまないように思われる。（木

之本土木）

：ご指摘の主旨を踏まえ、（組織をつくる）を削除するのでは

なく、（組織・体制をつくる）に修正します。

・市町が雨量や河川水位などの具体的な判断基準を設定する

のか。（大津市）

：避難勧告等の判断は水防管理者（市町）の責務ですが、避

難判断の基準となる河川水位については、河川管理者（河

川法）であり量水標管理者（水防法）である国や県（準用

河川などにおいては市町の場合もありえる）が設定すべき

ものです。ご指摘に基づき、誤解が生じないよう修正しま

す。

・本来、県が整備するものであって、住民が負担できるもの

もに、要援護者一人ひとりの支援者と避難方法を定めた「避

難支援プラン（個別計画）」の策定を、住民や福祉関係機関と

連携して積極的に進めます。

住民・事業者等は、地域外や異なる目的を持つ団体との協

力体制を整備し、大災害時でも地域を守れるよう、以下の活

動に努めていきます。

◇水防活動の応援や、避難所の利用、物資の支援などの連携

体制を整え、あらかじめ訓練などを一緒に実施しておく。

◇流域間、上下流、左右岸での組織間の協力体制を取り決め

ておく。

◇先進地域のリーダーを招いて話を聞くなど、組織間で交流

し、学び合い、活動を高め合うよう努める。

（４）水害に強い体制の整備（組織・体制をつくる）

１）避難勧告基準等の明確化

市町は、国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」や、県が作成した「洪水等避難計画作成支援マ

ニュアル」を参考に、避難勧告等の発令のタイミングや対象

区域を設定します。避難勧告を行うための雨量や河川・水路

の水位等の判断基準は、雨量・水位の管理者（量水標管理者）

が主体となって、国・県・市町が協働して設定します。

河川等の管理者は、堤内外に避難判断基準となるわかりや

すい目印を設置するなどにより河川の水位を測る工夫を行

い、地域自らが水防活動や自主避難の開始判断を行う水位を

設定するよう努めるものとし、県や市町は地域に対し助言指

導します。
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２）情報連絡体制の充実

県は「防災情報提供システム」や「滋賀県土木防災情報シ

ステム（SISPAD）」の適正な運用や訓練を通じて、国、県、

市町、防災関係機関相互の気象予警報や河川水位などの情報

共有機能を高め、情報伝達が確実に行われるよう努める。

また、行政から避難の情報が入らない場合でも、地域が自

ら判断し自主避難ができるよう、国、県、市町は、TV、ラジ

オ、ホームページ、携帯電話、防災無線等多様な手段を通し

て、行政から住民へ河川の水位や降雨状況などの情報が確実

かつ迅速に提供される体制整備を図る。

住民や事業者等は、行政からの避難などの情報をみんなに

確実に伝えられるよう、地域独自の連絡網の整備、半鐘や太

鼓など音による伝達などの工夫に努め、訓練などを通じて確

認しておく。

３）避難方法の明確化

市町は、安全に避難できるルートや避難場所を確保して住

民に周知するとともに、住民が水害時の避難行動を正しく判

断し行動に移せるようにするため、浸水深に応じた避難方法

ではない。（草津市）

：（案）の記述が不十分でした。ご指摘のような誤解が生じな

いよう修正します。当該地点の被害の要因となる施設の管

理者（国・県・市町等）が必要に応じて地域住民と協働し

ながら整備すべきものと認識しています。一方、例えば、

「あそこの垣根が浸水したら我が自治会は避難を始めよ

う」というように、住民・事業者等の自主的な避難判断の

目安を設置する活動については、それを妨げるものではな

く、行政は、住民支援型の公助として協力すべきと考えて

います。

・滋賀県土木防災情報システムをSISPADと呼ぶのか。（大 津

市）

：滋賀県土木防災情報システムをSISPADと言います。土砂

災害情報相互通報システムはSISPADの一機能です。

・『水防法第15条（および（いわゆる）土砂法第7条）に基

づく情報伝達体制の構築』に関する追記をされたい。（防災

危機管理局）

：「市町は、浸水が想定される地域ごとに洪水予報等の伝達方

法について定め、伝達体制を構築する」を追記します。

・「避難ルートの確保」や「避難場所の確保」とは、どのよう

な状態を求められているのでしょうか。ハード整備も含む

ものでしょうか。（大津市）

２）情報連絡体制の充実

県は「防災情報提供システム」や「滋賀県土木防災情報シ

ステム（SISPAD）」の適正な運用や訓練を通じて、国、県、

市町および防災関係機関相互の気象予警報や河川水位などの

情報共有機能を高め、情報伝達が確実に行われるよう努める。

市町は、浸水が想定される地域ごとに洪水予報等の伝達方

法について定め、伝達体制を構築します。

また、行政から避難の情報が入らない場合でも、地域が自

ら判断し自主避難ができるよう、国、県および市町は、TV、

ラジオ、ホームページ、携帯電話、防災無線等多様な手段を

通して、行政から住民へ河川の水位や降雨状況、避難情報な

どの情報が確実かつ迅速に提供される体制整備を図ります。

住民や事業者等は、行政からの避難などの情報をみんなに

確実に伝えられるよう、地域独自の連絡網の整備、半鐘や太

鼓など音による伝達などの工夫に努め、訓練などを通じて確

認することに努めます。

３）避難方法の明確化

市町は、安全に避難できるルートや避難所を確保して住民

に周知するとともに、住民が水害時の避難情報を正しく判断

し行動に移せるようにするため、浸水深に応じた避難方法を
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を洪水ハザードマップに明示していくものとし、国、県は市

町に対して技術的な支援を行う。

４）避難所の機能強化

市町は、国や県が示す想定浸水深を基準に既存の避難場所

を点検し、避難場所の電気設備等を想定浸水深以上に設置す

るなどの耐水化に努めるとともに、水害時においても利用で

きる高層建築物等を代替避難所に指定するなどにより、避難

所や避難路を確保する。

また、市町は、高齢者や障害者などの災害時要援護者が安

心して避難出来るよう福祉避難所の確保に努める。

さらに、市町内で一定数の避難所を確保できない場合、近

：既設の道路を活用し、最も安全なルートを設定することを

考えています。基本的にハード整備は想定していませんが、

場合によっては、転落防止柵の設置や避難所の機能強化（嵩

上げや高層化、あるいは新規整備）などが必要となること

もあると考えています。これらの対応について、県として

も可能な限り支援できるよう調整します。

・避難場所は避難所に統一すべき。（大津市）

：ご指摘のとおり避難所に修正します。

・洪水ハザードマップに明示すると共に、「まるごとまちごと

ハザードマップ」として記していることと併せて、「まち中

に明示」も入れてはどうか。（大津土木）

：まるごとまちごとハザードマップにつきましは、別に表記

しており、全体の構成を考慮してここでは表記しないこと

とします。

・財政的支援についても表記願う。（草津市）

：これまで、国の「下水道浸水被害軽減総合事業」「総合流域

防災事業（～H21）」や県の「ハザードマップ活用支援事業」

等の支援制度が用意されてきております。ご指摘の主旨と

ともに、これらの既存制度も踏まえて、「技術的・財政的支

援を行う。」に修正します。

洪水ハザードマップに明示していくものとし、国および県は、

市町に対して技術的・財政的な支援を行います。

４）避難所等の機能強化

市町は、国や県が示す想定浸水深を基準に既存の避難所を

点検し、避難所の電気設備等を想定浸水深以上に設置するな

どの耐水化に努めるとともに、水害時においても利用できる

高層建築物等を代替避難所に指定するなどにより、避難所や

避難路を確保します。

また、市町は、高齢者や障害者などの災害時要援護者が安

心して避難出来るよう福祉避難所の確保に努めます。

さらに、市町内で所要の避難所等を確保できない場合、近
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隣市町と協定等を行うなどにより広域避難ができる体制整備

を進める。

市町は、平素から各家庭や自治会、自主防災組織と一体と

なって必要な食糧を確保する体制整備に努める。県は、必要

な食糧について公的備蓄および流通在庫方式により確保に努

める。

５）自主防災組織の体制整備

県民は、地域の自主防災を担う活発で持続的な組織をつく

り、どのような水害にあっても自分たちで地域を守れるよう、

以下の活動を実施していく。また、事業者等は、この組織の

活動に積極的に参加する。

◇地域で共に行動する行事をつくり、多くの住民が参加して

日頃からコミュニケーションがとれるよう努める。

◇地域を思う熱いリーダーや担い手が中心となって、自主防

災を担う組織を作り運営していく。

◇普段から水防活動や避難の判断を地域でも行えるようなル

ールを作っていく。

◇他の組織との交流や、川の歴史を調べたり川で遊ぶなどの

楽しみを加えた工夫をする。

市町は、資機材の整備などに対して助成することや、地域

の積極的な活動内容を紹介していくことなどにより、組織的

な活動が継続されるよう支援していく。

なお、河川沿いの複数集落が連合して組織を作るなど、高

齢化や過疎化が進んでいる地域においても組織的な活動が継

続できるよう支援していく。

（５）的確な応急復旧のための体制強化

はん濫が発生した際には、被害の拡大を防ぐための速やか

な対応が重要である。

このため、国、県、市町、防災関係機関は、滋賀県地域防

災計画（風水害対策編）の災害応急対策計画や災害復旧計画

隣市町と応援協定を結ぶなどにより広域避難ができる体制整

備を進めます。

市町は、平素から各家庭や自治会、自主防災組織と一体と

なって必要な食料を確保する体制整備に努めます。県は、必

要な食料について公的備蓄および流通在庫方式により確保に

努めます。

５）自主防災組織の体制整備

住民は、地域の自主防災を担う活発で持続的な組織をつく

り、どのような水害にあっても自分たちで地域を守れるよう、

以下の事項に努めます。また、事業者等は、この組織の活動

に積極的に参加するよう努めます。

◇地域で共に行動する行事をつくり、多くの住民が参加して

日頃からコミュニケーションがとれるよう努める。

◇地域を思う熱いリーダーや担い手が中心となって、自主防

災を担う組織を作り運営していく。

◇普段から水防活動や避難の判断を地域でも行えるようなル

ールを作っていく。

◇他の組織との交流や、川の歴史を調べたり川で遊ぶなどの

楽しみを加えた工夫をする。

市町は、資機材の整備などに対して助成することや、地域

の積極的な活動内容を紹介していくことなどにより、組織的

な活動が継続されるよう支援します。

また、河川沿いの複数集落が連合して組織を作るなど、高

齢化や過疎化が進んでいる地域においても組織的な活動が継

続できるよう支援します。

（５）的確な応急対策と復旧のための体制強化

はん濫が発生した際には、被害の拡大を防ぐための速やか

な対応が重要です。

このため、国、県、市町、住民、事業者等、防災関係機関

は、水防計画、地域防災計画、防災業務計画の災害応急対策
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に基づく役割を果たせるよう、訓練を実施するなどにより、

各組織の危機管理体制の強化を進める。

なお、県は各組織間の連携が十分図れるよう、水防訓練や

総合防災訓練等を実施する。

資料７：地域防災力向上に関する役割分担

県 主

体

指定した河川における洪水予報や

水位情報の通知および周知

指定した河川における水防警報の

発令および通知

指定した河川における浸水想定区

域の指定公表

迅速な災害復旧の実施

支

援

市町・指定地方公共機関の防災活動

の援助調整

水防体制と組織の確立強化、水防に

関する市町の指導

市

町

市

町

主

体

主

体

防災のための知識の普及、教育、お

よび訓練

自主防災組織の育成指導

災害時要援護者対策の推進

避難の指示、勧告および避難者の誘

導ならびに避難所の開設

水防組織の整備、資機材等の備蓄

水防団および消防機関の出動、出動

準備

浸水想 区域が指定された場合のハ

ザードマップの作成配布

・県の枠内に国も追加し、「災害に関する警報および情報等の

収集および伝達」を追記。市町の欄にも追記。（防災危機管

理局）

：ご指摘のとおり追記します。

・資料7中、「市町・主体」が重複している。（大津市） (竜

王町)（砂防課）

：ご指摘を踏まえて修正します。

計画や災害復旧計画に基づく各々の役割を果たせるよう、訓

練を実施するなどにより、各組織の体制の強化を進めます。

なお、県および市町は、各組織間の連携が十分図れるよう、

水防訓練や総合防災訓練等を実施します。

表―５：水害にそなえる対策に関する役割分担

国

・

県

主

体

指定した河川における洪水予報や

水位情報の通知および周知

指定した河川における水防警報の

発令および通知

指定した河川における浸水想定区

域の指定公表

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達

迅速な災害復旧の実施

支

援

市町・指定地方公共機関の防災活動

の援助調整

水防体制と組織の確立強化、水防に

関する市町の指導

市

町

主

体

防災のための知識の普及、教育、お

よび訓練

自主防災組織の育成指導

災害時要援護者対策の推進

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達

避難の指示、勧告および避難者の誘

導ならびに避難所の開設

水防組織の整備、資機材等の備蓄

消防（水防）機関の出動、出動準備

浸水想定区域が指定された場合の

ハザードマップの作成配布
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住

民

主

体

地域の防災活動への参加

立ち退き指示に基づく避難

リーダーや担い手が中心となって

自主防災を担う組織を作り運営

水防活動や避難判断ルールを作成

事 業

者等

主

体

市町長からの要請に基づく水防活

動への従事

防 災

関 係

機関

主

体

法令または滋賀県地域防災計画に

基づき防災活動を実施する。

５．「ながす」・「ためる」・「とどめる」・「そなえる」対策を円

滑に進める方策

（１）「地先の安全度」に関する情報を活用した事業評価

氾濫原減災対策等の計画段階で「地先の安全度」を活用して、

対策の減災効果を計量化し、施設設計や事業採択に用いる。

流域治水政策の進捗を点検するため、流域・氾濫原での改

変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響を定期的に

調査し、「地先の安全度」の変化として広く県民に開示し、情

報の共有化を図る。

（２）滋賀県流域治水基本条例（仮称）の策定

本基本方針を実効性あるものにするために、滋賀県流域治

水基本条例（仮称）を策定し、土地利用・建築規制の範囲お

よびその方法等について規定する。

・「法令、水防計画、地域防災計画および防災業務計画」に修

正。（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・滋賀県は、ダム検証の過程において、有識者会議（今後の

治水のあり方に関する有識者会議）が提示した中間とりま

とめによる検証に加え、「地先の安全度」を活用した効果検

証を行う。（河港課）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・滋賀県流域治水基本条例（仮称）が策定されれば、土地利

用・建築規制が生じることとなり地権者等から「土地評価

が意図的に落とされた」などの個人資産への侵害を云われ

た場合はどのような対応となるのか。また、市町の関わり

はどのようになるのか（草津市）

：都市計画法の区域区分に関しては、都市計画法施行令第 8

条において都市計画基準が定められており、第2号ロにお

いて、「溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地

住

民

主

体

地域の防災活動への参加

立ち退き指示に基づく避難

リーダーや担い手が中心となって

自主防災を担う組織を作り運営

水防活動や避難判断ルールを作成

事 業

者等

主

体

市町長からの要請に基づく水防活

動等への従事

防 災

関 係

機関

主

体

法令、水防計画、地域防災計画およ

び防災業務計画に基づき活動を実

施する。

５．「ながす」・「ためる」・「とどめる」・「そなえる」対策を円

滑に進める方策

（１）「地先の安全度」に関する情報を活用した事業評価

「川の中の対策（ながす）」や「川の外の対策（ためる・と

どめる・そなえる）」の計画段階で「地先の安全度」を活用し

て、各対策の減災効果を計量化し、施設設計や事業採択に活

用します。

流域治水政策の進捗を点検するため、流域・はん濫原での

改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響を定期的

に調査し、「地先の安全度」の変化として広く住民に開示し、

情報の共有化を図ります。

（２）滋賀県流域治水基本条例（仮称）の策定

本基本方針を実効性あるものにするために、主として以下

の項目を定めた県条例（仮称：滋賀県流域治水基本条例）を

策定します。

・地先の安全度の調査・公表（情報公開、見直しなど）

・流域貯留対策に関すること（雨水貯留や地下浸透対策の推

進など）
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の区域」は、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域に

は含めないものとされています。

流域治水基本条例（仮称）では、上記を踏まえた基準を

明示するものであり、治水条例における「新たな規制」と

して制限を設けるものではないと考えています。また、適

切な対策を講じることにより、市街化区域への編入もあり

得ることから、現時点では補償的措置は考えていません。

建築規制については、規制手法も踏まえ関係部局と協議

を行っているところです。

いずれにしても、古くから、生命・身体の自由や財産の

保護と、私権制限とは、時には相反的な課題であることも

事実です。したがって土地利用・建築の規制の具体的な態

様に関しては、県民の理解と協力をいただき、社会的な価

値観を適切に見極めながら検討していきたいと考えていま

す。

・琵琶湖西岸断層帯の活断層の真上に住宅が建っている現状

がある中で、浸水対策のみを主眼とした規制で良いのか。

（草津市）

：ご指摘のとおり、災害は、水害に限らず、地震・土砂災害

等、さまざまです。しかしながら、水害に関しては、とも

すれば地震に比較しても発生頻度が高い災害で、その被災

範囲も想定しやすい状況でありながらも、本方針で繰り返

し述べているように、まちづくり行政の中では十分に着目

されてこなかった経緯があります。また、地震には耐震化

の補助制度、土砂災害には土砂災害危険区域での規制等の

制度があり、ある程度の枠組みが整備されています。その

ため、流域治水基本条例（仮称）では、水害リスク情報と

して「地先の安全度」に関する情報を調達できたことを契

機に、他の災害対策からの遅れを取り戻すべく安全な住ま

い方を進めていくものです。滋賀県の防災政策として、地

震災害や土砂災害を軽視するものではありません。

・はん濫原減災対策に関すること（建築・土地利用規制の区

域指定及び態様、連続盛土・構造物の設置協議など）

・地域防災力向上対策に関すること

・水害に強い地域づくり協議会・水害に強い地域づくり計画

に関すること（位置付けなど）
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（３）水害に強い地域づくり協議会および水害に強い地域づ

くり計画

地域住民・市町・県・国・関係機関等が協働して、流域治

水対策を推進するためのプラットホームとして水害に強い地

域づくり協議会を設置する。

家屋の流失や水没、床上・床下浸水が想定される箇所を含

む地域では、これらの被害を着実に回避・軽減するため地域

の特性に応じた課題をとりまとめた計画（水害に強い地域づ

くり計画）の策定に努める。特に人的被害につながる家屋の

流失や水没が想定される地域では、早急に計画の策定・実施

を進めていく。

・今後、治水対策を検討する上での有力な指標として「地先

の安全度」を活用するのであれば、こうした条例にも位置

づけていくことが必要と考えられ、例示をすべきではない

か。（大津市）

：ご指摘の趣旨を踏まえ修正します。

・「地域の特性に応じた課題をとりまとめた…」とあるが、「課

題を整理し、地域の特性に応じた方針、対応策をとりまと

めた…」との表現が適切でないか。（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘のとおり修正します。

・「地域づくり協議会」や「水害に強い地域づくり計画」をつ

くる主体は県であることから、県が主体となり、住民、・・・

関係機関と協働して、と改めるべき。（大津市）

：水害に強い地域づくり協議会については、既設協議会の規

約にもありますように、国・県・市町が対等の立場で設立・

参加していますので、（案）のとおりとします。なお、協議

会設立に向けての調整については、これまでどおり、国・

県が率先して行います。

（３）水害に強い地域づくり協議会および水害に強い地域づ

くり計画

地域住民・市町・県・国・関係機関等が協働して、流域治

水対策を推進するためのプラットホームとして水害に強い地

域づくり協議会を設置します。

家屋の流失や水没、床上・床下浸水が想定される箇所を含

む地域では、これらの被害を着実に回避・軽減するため地域

の特性に応じた課題を整理し、地域の特性に応じた対応策を

とりまとめた計画（水害に強い地域づくり計画）の策定に努

めます。特に人的被害につながる家屋の流失や水没が想定さ

れる地域では、早急に計画の策定・実施を進めていきます。


